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    ◎開会の宣告 

〇議長（森  淳君） ただいまから平成２７年第６回羽幌町議会定例会を開会します。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎町長挨拶 

〇議長（森  淳君） 町長から議会招集挨拶の申し出がありますので、これを許しま

す。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 初めに、お聞きのとおり風邪を引きまして、この１週間余り病

院に行って体調改善に努めてまいりましたけれども、お聞きのような声と、それからせ

きがちょこちょこ出ますので、大変お聞き苦しい点もあろうかと思います。ご了承いた

だきたいと思います。 

 それでは、平成２７年第６回羽幌町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれ

ましては年末の何かとご多用の中ご出席を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。 

 今年も残りわずかとなりましたが、１年を少し振り返ってみますと、我が国の経済は

一部に弱さは見られるものの、緩やかな回復基調が続いており、先行きについては雇用、

所得環境の改善傾向が続く中で、各種施策の効果もあり、緩やかな回復に向かうものと

期待されているところと言われておりますが、中国を初めとするアジア新興国などの景

気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクとなっております。また、北海道地

域においても雇用情勢は着実に改善し、個人消費については持ち直しの動きが見られ、

景気についても回復基調が続いていると言われておりますが、我が町を初めとして地方

においては景気の回復はなかなか感じられていない状況にあります。 

 こうした中、本年１０月に、本町において急速に進む人口減少や高齢化社会に歯どめ

をかけるため、本町のさらなる魅力向上を目指し、町の活性化及び人口減少を克服する

ための施策の方向性と具体的事業を示した羽幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策

定しました。今後５年間において本町の特性を生かした持続可能な地域づくりを実現す

べく、効果的な施策の推進を図ってまいりたいと考えております。また、本年４月より、

１万円以上のふるさと納税者に対し、本町自慢の特産品やフェリーの乗船券など、町内

事業者のご協力をいただき、返礼品の進呈を開始いたしました。この返礼品事業の実施

により、これまでにおける寄附件数と寄附金額よりも大幅にふえておりますことから、

この寄附金をきっかけとして本町の魅力を効果的に発信し、多くの方に訪れていただき、

地域の振興、発展が図られることを期待しておるところであります。また、９月には羽

幌炭砿閉山４５周年を記念し、全国各地より関係者２００名の出席のもと、羽幌炭砿大

同窓会が開催されました。閉山で全国へ移り住んでいった炭鉱関係者や住民の方々とと

もに当時の炭鉱を振り返るとして、シンポジウムや懇親会、さらには炭鉱めぐりも実施
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されましたが、このすばらしき炭鉱遺産が本町における重要な観光資源として全国に発

信され、地域の活性化につながっていくことを期待しているところであります。 

 次に、基幹産業でありますが、農業は６月から７月中旬までの気温が低く、日照時間

も平年より少ない状況にあり、秋には強風による風被害もあったため、農作物全般に減

少傾向となりました。水稲は、品質が例年並みであったものの、収量については前年比

で１割程度下回る見込みであります。麦は、受粉不良による生育不良が多く、粒はやや

小さ目で、品質も低調であったことから、全体収量では作柄のよかった昨年と比較いた

しますと少なくなっております。大豆につきましても、低温により生育がおくれ、８月

の好天により一時回復は見られたものの、秋の強風によりさや落ちなどが増加し、収量

は減となり、品質につきましても昨年と比べ一回り小さくなっております。また、いも

ち病などの水稲病害虫の被害については、平年よりも少ない状況にあります。なお、漁

業につきましては、この後の行政報告にて詳しくご説明申し上げます。 

 さて、本定例議会に提案いたしております案件は、監査報告１件、補正予算に伴う専

決処分の承認１件、議案として条例案７件、指定管理者の指定２件、２７年度会計補正

予算案３件の合わせて１４件であります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

まして、招集の挨拶とさせていただきます。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（森  淳君） これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（森  淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ３番 阿 部 和 也 君    ４番 船 本 秀 雄 君 

を指名します。 

 

    ◎会期の決定 

〇議長（森  淳君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 １２月３日、議会運営委員会を開催しておりますので、委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長、熊谷俊幸君。 

〇議会運営委員会委員長（熊谷俊幸君） 報告します。 

 １２月３日、議会運営委員会を開催し、今定例議会の運営について慎重に協議をした

結果、次のとおりであります。 

 定例会における提出案件は、報告１件、承認１件、議案１２件、発議２件、都合１６

件、加えて一般質問５名６件となっております。これらの案件を勘案の上、定例会の会

期は本日から１１日までの２日間と決定いたしました。 
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 次に、審議予定について申し上げます。本日は、この後諸般の報告、行政報告、一般

質問の審議をもって終了といたします。明１１日は、報告、承認、一般議案、補正予算、

発議の審議を行います。 

 議会運営委員会では、本日程の中で議事運営が敏速に進行されますよう、議員各位の

特段のご協力をお願い申し上げます。 

 以上であります。 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり本日から１２月１１日まで

の２日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から１２月１１日までの２日間と決定しました。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（森  淳君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届け出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承

願います。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に説明員として出席通知のあり

ました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。 

 次に、監査委員から平成２７年度８月分から１０月分までの例月出納検査結果の報告

がありましたので、報告します。ご了承願います。 

 次に、議員の出張報告を配付いたしましたので、ご了承願います。 

 次に、各常任委員会から閉会中の継続調査とした所管事項について委員長より調査の

結果を報告します。 

 最初に、総務産業常任委員会委員長、金木直文君。 

〇総務産業常任委員会委員長（金木直文君） 

平成２７年１２月１０日  

 羽幌町議会議長 森     淳 様 

総務産業常任委員会      

委員長 金 木 直 文    

   所管事務調査報告 

 本委員会は、調査中の案件について下記のとおり調査を終了したので報告します。 

記 

所管事務調査事項 

 平成２７年１０月 ８日 
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  （１）入札・契約制度について 

  （２）除排雪業務について 

 平成２７年１０月１３日 

  羽幌町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

 平成２７年１０月２３日 

  除排雪業務について 

 平成２７年１１月１９日 

  焼尻めん羊牧場の運営と対策について 

 平成２７年１１月２６日 

 （１）羽幌港のアクセス道路及び静穏度対策の状況について 

 （２）観光事業及び商工業の現状と対策について 

 （３）いきいき交流センターの指定管理について 

 平成２７年１２月 １日 

  社会保障・税番号制度に伴うシステム整備について 

  以上、総務産業常任委員会の所管事務報告といたします。 

 なお、羽幌町議会会議規則第７７条の規定による委員会報告書については、羽幌町議

会委員会条例第２５条に規定する記録を別途作成しおさめ、これにかえることといたし

ます。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） 次に、文教厚生常任委員会委員長、磯野直君。 

〇文教厚生常任委員会委員長（磯野 直君） 

平成２７年１２月１０日  

 羽幌町議会議長 森     淳 様 

文教厚生常任委員会      

委員長 磯 野   直    

   所管事務調査報告 

 本委員会は、調査中の案件について下記のとおり調査を終了したので報告します。 

記 

所管事務調査事項 

 平成２７年１０月 ６日 

 （１）し尿処理について 

 （２）羽幌高校通学支援について 

 平成２７年１０月１３日 

  一般廃棄物及び産業廃棄物について 

 平成２７年１１月１０日 

  羽幌町総合体育館の指定管理について 
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 平成２７年１１月２０日 

 （１）保育所の運営について 

 （２）障害者雇用について 

 平成２７年１１月２４日 

 （１）し尿処理について 

 （２）一般廃棄物及び産業廃棄物について 

 （３）離島航路利用促進事業について 

 （４）住宅改修促進助成制度について 

 （５）羽幌町の環境を守る基本計画について 

  以上、文教厚生常任委員会の所管事務報告といたします。 

 なお、羽幌町議会会議規則第７７条の規定による委員会報告書については、羽幌町議

会委員会条例第２５条に規定する記録を別途作成しおさめ、これにかえることといたし

ます。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎行政報告 

〇議長（森  淳君） 日程第４、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 平成２７年羽幌町の漁業の水揚げ状況についてご説明を申し上

げます。 

 北るもい漁業協同組合の販売取り扱い高は、本年１１月末時点で約５６億８，９００

万円と前年同月と比較して３億５，５００万円余り増加し、年間事業計画額であります

５１億円を既に達成しており、漁業者各位のご努力と関係機関のご協力により達成され

たものと敬意を表したいと存じます。漁獲量及び魚価を前年と比較いたしますと、エビ、

ホタテ、タコなどで漁獲量がふえておりますが、カレイ類、イカなどにつきましては漁

獲量が減少している状況にあり、特にサケの漁獲量は１０月の暴風被害により前年比３

０％の減となっております。次に、魚価でありますが、多くの魚種で上昇し、特にカレ

イ類は約２６％の大幅な増となっております。ナマコは、前年と同じく１キログラム当

たり４，０００円台の浜値をつけております。次に、町内の状況でありますが、羽幌本

所の総漁獲量及び販売取り扱い高は前年に比較して１６３トンの増、約２億４，２００

万円余りの増となっております。年間販売取り扱い計画額２０億４，０００万円に対し

まして約２２億８，０００万円であり、１１月にて計画を達成しているところでありま

す。天売支所におきましては、同じく前年に比較して１２トンの減、約１，１５０万円

の減となっており、年間販売取り扱い計画額３億５，０００万円に対しまして約３億６，
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１００万円であり、既に計画を達成しているところであります。焼尻支所におきまして

は、同じく前年に比較して１１トンの増、約１，２５０万円の増となっており、年間販

売取り扱い計画額２億７，５００万円に対しまして約３億１，３００万円であり、既に

計画を達成しているところであります。 

 次に、地区ごとの主要魚種の漁獲量と魚価、販売取り扱い高の動向を昨年と比較いた

しますと、羽幌本所はエビの漁獲量は４８トンの増、魚価高であり、約１億３，５００

万円の増、カレイ類は６３トンの漁獲量減でありますが、魚価高のため約２０万円の増、

ホタテ稚貝は５６トンの漁獲量増、魚価安でありますが、約４００万円の増、ホタテ成

貝は１００トンの漁獲量増、魚価高であり、約６，３００万円の増、タコは６６トンの

漁獲量増、魚価安でありますが、約１，６００万円の増、サケは１９トンの漁獲量減で

ありますが、魚価高のため約２０万円の増、ナマコは１トンの漁獲量減でありますが、

魚価高のため約２，２００万円の増となっております。天売支所は、カレイ類の漁獲量

は２２トンの減、魚価高でありますが、約６５０万円の減、ホタテ稚貝は３７トンの漁

獲量増、魚価安でありますが、約３０万円の増、ホタテ成貝は１３トンの漁獲量増、魚

価高であり、約５００万円の増、タコは１４トンの漁獲量減、魚価安のため約１，２０

０万円の減、ウニは４トンの漁獲量減でありますが、魚価高のため約１００万円の増、

ナマコは２トンの漁獲量減、魚価高でありますが、約４００万円の減、タラは３４トン

の漁獲量減でありますが、魚価高のため約１００万円の増となっております。焼尻支所

は、ホタテ稚貝の漁獲量は６トンの増、魚価安であり、販売取り扱い高は前年と増減あ

りません。ホタテ成貝は７トンの漁獲量増、魚価高であり、約３００万円の増、タコは

７トンの漁獲量減、魚価安であり、約７００万円の減、ウニは４トンの漁獲量増、魚価

安でありますが、約３００万円の増、ナマコは２トンの漁獲量増、魚価高のため約１，

６００万円の増となっております。 

 以上、年間販売取り扱い計画額及び前年実績を比較した状況についてご報告申し上げ

ましたが、本年は多くの魚種で魚価の上昇が見られますが、今後も継続されるものかは

予測できない状況にあります。また、本年もトド、アザラシの来遊時期が来ており、ま

すます厳しさが増す漁業情勢ではありますが、一日も早く世界経済が不安を解消し、国

内経済が安定することを望み、年末の魚価上昇と大漁を願っております。 

 以上を申し上げまして行政報告といたします。 

〇議長（森  淳君） これで行政報告を終わります。 

 

    ◎一般質問 

〇議長（森  淳君） 日程第５、一般質問を行います。 

 発言は通告順に許します。 

 順序は次のとおりです。１０番、寺沢孝毅君、３番、阿部和也君、５番、小寺光一君、

２番、金木直文君、１番、村田定人君、以上５名であります。 
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 最初に、１０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 一般質問いたします。 

 羽幌町のまち・ひと・しごと創生総合戦略について質問いたします。羽幌町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の素案が１０月７日開催の特別委員会に示されました。そこに

は、１、活発な産業づくりによる元気な町の創生、２、多くの人が集い、魅力を感じら

れる町の創生、３、子育てしやすい優しい町の創生、４、住み続けたいと思う町の創生

の４つの基本目標及びそれぞれにおける数値目標、そして人口ビジョンが示されました。

その後の町民の意見を聞くパブリックコメントを経て、１０月中には総合戦略が作成さ

れたものと考えます。５カ年計画の２年目となる平成２８年度は、総合戦略の重点化と

具現化が図られる年という認識に立ち、以下の質問をいたします。 

 １、基本目標を達成するため、特に雇用創出のために次年度はどのような仕組みづく

り、または事業に重点を置き、具体的な施策を打つのか。 

 ２、同時に住宅の確保が喫緊の課題となるが、空き家の活用、用地活用のための撤去

及び民間賃貸住宅建設促進の対策をどのように進めるのか。 

 ３、離島地区は個別の計画を持つ必要があるが、それぞれの島で雇用を創出し、人口

減少を食いとめるため、どのような施策を展開するのか。 

 ４、来年度以降の計画期間４年の年次計画をどのように描いているのか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 寺沢議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の雇用創出のための次年度における具体的な施策についてでありますが、雇用

創出については企業進出を除き急激な増加は見込めないことから、町内事業者の活力が

増進され、新たな雇用が期待できる支援施策の推進が必要であると考えております。基

本目標の達成に向けた次年度の取り組みといたしましては、本定例会に提案しておりま

す羽幌町雇用促進助成条例の一部改正により、障がい者の方々の就業機会の拡大を図る

ほか、６次産業化を目指す事業者に対する助成制度を創設し、新たな事業展開への支援

を行うなど、雇用の増加につながる基盤づくりに重点を置いた施策を推進したいと考え

ております。 

 ２点目の空き家等の活用と民間賃貸住宅建設促進の対策についてでありますが、空き

家やその解体跡地の活用については、その所有者等に対しまして当該空き家の今後の使

用見込みなどを調査した上で、当面の使用見込みがなく、使用可能な状態にあると思わ

れる空き家の所有者に対し空き家バンク制度を紹介し、登録を促しながら有効活用して

まいりたいと考えております。また、民間賃貸住宅の建設促進については、本定例会で

関係条例を提案しておりますが、ご決定いただきましたなら、ホームページ等を活用し、

広く制度を周知してまいりたいと考えておりますが、住宅が乱立し、飽和状態にならな

いよう、町内の住宅事情を踏まえ、建設促進に努めてまいりたいと考えております。 
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 ３点目の離島地区における雇用の創出と人口減少を食いとめる施策についてでありま

すが、主要産業であります漁業や観光業などに係る補助制度を設けておりますので、移

住希望者や後継者などに対し、それらの活用を促すほか、天売高校への島外からの生徒

確保も一つの施策であり、高校卒業後における島内での正規就労についてフォローして

まいりたいと考えております。また、６次産業化の推進については、将来に向けた継続

性、実効性などを検討し、判断してまいります。 

 ４点目の来年度以降の年次計画についてでありますが、できるものから取り組んでま

いりたいと考えております。そして、毎年度の事業終了後、実施内容に係る点検、評価

を行い、その結果を踏まえて、必要に応じ事業を改善することとしておりますので、そ

のような過程の中で効率よく、かつ効果的に戦略を推進してまいりたいと考えておりま

す。また、移住希望者を誘引するためには積極的な情報提供が必要であり、転出を抑制

するためには現在住んでいる町民皆様にずっとこの町に住んでいたいと思っていただけ

るような施策を講じることが移住者の定住に係る後押しにもなると考えておりますので、

これらを総体的に実施してまいりたいと考えております。 

 以上、寺沢議員への答弁とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） これより質問、答弁の時間は３０分以内となります。 

 １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） それでは、ただいまの答弁に対して質問をさせていただきた

いと思います。 

 いろいろ地方創生に絡んで今後このようなことをしていきたいという中身が盛られて

おりますが、中にはこれまで行われていたものを地方創生の中にも含めますというよう

なこともたくさんあります。今回は新たに出てきたものについて主に質問していきたい

というふうに考えておりますけれども、まず雇用創出のために次年度にはどのような仕

組みづくりや事業をされるのかという質問に対して、６次化を目指す事業者に対する助

成制度の創設ですか、それから新たな事業展開の支援という中身が出てまいりました。

６次産業に対する支援については、町長が昨年の選挙期間中にも公約の一つとして挙げ

ておられたというのは町民初め記憶に新しいところだと思うのですけれども、今回その

中の具体的な一つとして出てきたのかなというふうに捉えております。 

 そこで、まずお聞きしたいのは、６次産業化を目指す事業者という言葉がありますけ

れども、６次産業化、６次化を目指すということについては、結構狭い解釈をしようと

思えば１次産業をやっている人に限られるということにもなるでしょうし、あるいは地

元の特産品を活用してそれを加工するという意味であれば、そうでない製造業とかもい

ろいろ含まれてくるわけですけれども、その辺はどのような事業者に対する支援を考え

ているのかというのをまず最初に質問したいと思います。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 現在漁協さんもそうでありますし、漁業者の方でも直接１次産
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業に携わっている方が６次化について取り上げているものもありますし、それから加工

業者も旧来からニシン等の加工をやっている業者もおられますので、どちらにおかれま

してもその意欲と先の見通しがあれば、支援できるものは支援していきたいというふう

に考えております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 製造業に関しましては、これまで羽幌町企業振興促進条例と

いうのがあって、この条例を使えば、例えば新たな設備投資とか、工場の改築とか、そ

ういったものに、上限額は決まっていますけれども、３分の１の補助がもらえるという

制度がございますが、これには農業、漁業、１次産業にかかわる方たちは含まれており

ませんでした。次に創設しようとする制度にはこれらも含めて支援ができるものをつく

るということでよろしいですか、ぜひそうしていただきたいという思いも込めて質問い

たします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） その辺は担当課と十分相談して、私が申し上げているのは１次

産業、羽幌町で製造、それから漁獲等の産出産品の販売等にかけてそういった方向性を

見出せるものについては支援したいという考えで、議員おっしゃられているような細か

い点といいますか、１次産業だけに特化したものについては担当課とよく相談して決め

たいと思っております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 水産加工業等をされている方には従来の制度が使えますので、

今例えば６次化をやられている方、私数件存じ上げております。エビを活用したり、あ

るいは鮮魚を活用したりとか、そういうことをやられているわけですが、この方たちは

漁業者なのです。つまり羽幌町の企業促進の条例が使えない立場の方。しかしながら、

自分たちで手をかけ非常にすぐれた製品をつくって、そして販売を手がけておられると

いう方もいらっしゃいますので、こうした今補助制度が使えない方たちのための救済策

というものもぜひとも視野に入れていただきたいなと思うのですけれども、いかがでし

ょう。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 今議員おっしゃるとおり、そういう加工業者さんですとかで

も新製品開発等々行っておりますし、町としてもそういう部分で例えば設備投資に係る

支援等については新たな枠組みのもとで設けていきたいと思いますし、あと国だとかの

商工関係の制度なんかもありますので、そういう国の制度なんかも見つつ、町として対

応していきたいというふうに考えています。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 私もいろいろとそういった現場の方々のお話を聞いたり、今

後目指す方向性なんかも相談を受けたりとか、あるいは聞き取りに行ったりしているわ
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けですけれども、こうした方々というのは市場のニーズによってはどんどん、どんどん

進んでいかなければならないという状況もあります。ですから、６次化のこういったも

のは、もしも新規につくるとすれば、なるべく早いタイミングでお願いしたいと私は思

うのです。担当課のほうではもう既にいろいろと検討されているというふうには聞いて

おりますけれども、来年の３月議会あたりにそうした新しい条例案というものを間に合

わせるような形でできないものでしょうか、ぜひそうしていただきたいのですが。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 今のご指摘の件につきましては、ほかに国の制度等々の関係

もありますので、町としても加工業者さんですとか漁業者だとかのそういう製造に関す

る支援等について、なるべく応援できるような体制で取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 答弁になかったのですけれども、別な話題なのですが、基本

目標の２番目の多くの人が集い、魅力を感じられる町の創生という面で、地域おこし協

力隊の定住６０％以上を目指すという、そういう数値目標が計画の中に掲げられており

ます。この点については答弁では触れられていないのですけれども、来年から地域おこ

し協力隊が３年の任期を終えて、そしてそのまま地域に定住するのかどうかという、そ

ういうタイミングを迎えるのです。この辺に対する町の支援策というのはどのようにお

考えでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） お答えをいたします。 

 協力隊の方々につきましては、平成２５年度に委嘱をした方々が２８年度中に３名、

３年間という期間を終える予定となっております。うち２名の方は既に羽幌町のほうで

定住をし、何らかの起業をしていきたいというようなお話を聞いております。このため、

現在の活動の中で残った後に必要な資格に係る支援ですとか、そういう取り組みについ

ては全て支援を行っておりますほか、残った後にどういう取り組みをしたいかという具

体的な詰めを現在お話をしております。また、居住する場所、拠点になる場所につきま

しても現在調整をしながら進めております。また、３年間任期満了した後の支援といた

しましても、国の制度のほうで１００万円上限に交付税対象になるというような制度も

新しくできておりますので、その辺の制度も有効に活用しながら、本人とお話をしなが

ら支援をしていきたいというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 地域おこし協力隊の方は、３年間我が町に住んで、その上で

定住をしていこうという方ですから、例えばＩターンする方、あるいは急にＵターンす

る方、そういう定住の方よりも条件としてはやりやすいというか、定住しやすい方たち

だと思うのですよね、立場的には。この人たちが定住を希望していて、最終的にそれが
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できないということになると、それ以外の方々のＩターン、Ｕターン、こういったもの

も非常に厳しいということに私はなるのではないかと思うのです。ですから、国の制度

は国の制度でわかるのですが、当町としてこういう方々が本気で定住しようとしたとき

に定住できる可能性があるような制度設計というのも私は必要ではないのかなというふ

うに思います。今例えば創業の支援の当町の施策を見ても、創業のために必要な借入金

の利息補給、それと何か事業を営むときに必要な借りる家の家賃とか、その家賃の一部

補助、それぐらいしかないのです。だから、非常に負担が大きいですよね、やりたいと

いうものによっては。もう少しこういう創業にかかわる支援の内容なんかも考えつつ、

Ｉターン、Ｕターン、あるいは協力隊員がここで定住して起業しようというときに少し

でもやりやすい環境をつくっていかないと、外から現役世代のそういった方々はなかな

か呼べないのではないかなと思うのですけれども、その辺の制度の見直しについてはど

のようにお考えでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） お答えをいたします。 

 この件につきましては、先ほどもちょっと触れたのですけれども、現在協力隊の方々

とお話をしながら、どういうことをというものを詰めを行っております。また、今寺沢

議員おっしゃいました創業等の制度につきましては、企業振興促進条例のほうで現在内

容のほうを規定していますので、具体的な取り組み内容ですとか、そういう方向性わか

れば、また担当課のほうとも相談をしながら、そちらのほうの制度の改正とかも協議を

して詰めていきたいというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） これも時間がありませんので、詰めのほうをしっかりしてい

ただきたいというふうに思います。 

 次、空き家バンク、それから民間賃貸集合住宅の建設促進、こちらに話題を移します

が、空き家バンクのほうはこれまでも継続してきた中の事業なので、ちょっと割愛させ

ていただきます。新規に今議会でも条例が提案されておりますけれども、民間の事業者

が賃貸の集合住宅を建設するときの助成制度を設けるということで、私もこれまで住宅

不足という面で離島地区を含めた形で訴えさせていただいてきましたけれども、ようや

く形になるということで歓迎はしておりますが、ただこの条例が本当に活用されて住宅

不足の地域に果たして住宅が建っていくのかどうかという点については、まだちょっと

心配な面がございます。 

 そこで、何点か確認しますけれども、まず単純な解釈について質問いたします。こう

いう住宅は除外しますという中に組み立て式仮設住宅というのがありますが、ちょっと

調べたのですけれども、組み立て式仮設住宅という定義がはっきり出てきません。ほか

のまちでもこういった条例を設けるときにはこれが除外しますという中に含まれている

のですけれども、どんな解釈をすればよろしいのですか。 
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〇議長（森  淳君） 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） お答えいたします。 

 イメージ的には、工事現場で使用されているような飯場ありますよね、ああいうよう

なものをイメージしております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 組み立て式という言葉がここに入っていますけれども、家は

みんな組み立ててつくるものなのではないのかなと思って疑問に思って、ちょっと安心

しました。 

 それから、建てやすい環境づくりということも当然必要になってくると思います。こ

れはさきの常任委員会でも説明資料の中にありましたけれども、町有地を提供するとか、

あるいは地籍の明らかな用地を活用するとか、もう一つは例えば町職員、教職員、それ

から移住用の住宅、こういったものが不足している場所については政策的に町が借り上

げるという条件も付したいという、そういうことがありますけれども、それらについて

は具体的な検討というのは進んでいますか。 

〇議長（森  淳君） 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） お答えいたします。 

 用地の部分につきましては、町有地等で使っていない用地がございますので、そうい

う部分の情報提供をしていきたいというふうに考えております。また、空き家バンク等

でも空き地のほうの情報を提供していますことから、こういう情報もあわせて提供して

いきたいというふうには考えております。また、入居者の部分につきましては、現在羽

幌町内にも既存の民間の賃貸住宅はございますので、その辺の入居状況を勘案しながら

検討はしたいと思います。ただ、方向性といたしましては、そういう考えを持っている

ことには間違いはありません。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 市街地区に関しては結構町有地があったりとか、そういうも

のが出てきています。リストも私見ていますけれども、ただ離島地区については非常に

限られていると思うのです。特に地籍がはっきりした用地というのは、なかなか適当な

場所にない。それで、この辺を早急に調査をして、来年度例えばこういった事業者を公

募する際にそれらが明確になっているようにしていただきたいのです。その辺は間に合

いますか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 離島地区の例えば住宅、アパートを建てる建設用地の確保の

関係ですけれども、現状でいうとかなり厳しいところがあるかなというふうに思ってお

ります。というのは、地籍といいますか、かなり入り組んでおりまして、かつ例えば買

い取りにしてもそれぞれの所有者の了解等々が恐らくかかってくるのだろうというふう

に思いますから、そういう意味ではまとまった土地を手当てして、それでそこに民間の
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方が住宅を民間の力だけで対応するのは難しくなるのかなというような思いもあります

ので、建設計画が定まった段階で、例えば土地の手当てだとかそういうところで町有地

プラス買い取りしやすい民間の土地だとかという部分も、町としてなるべくそういう支

援をしつつ、建設が前向きに進めるような、そういうような努力をしていきたいという

ふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 一番問題なのはそこだと私も思っております。離島というの

は限られたスペースで、ほかから通ってくるということはできない場所なので、住宅不

足イコール人口を減らす、あるいはふやすということに直接影響が出ますので、ぜひと

も早急に手をつけていただきたいというふうに思います。 

 あわせて、質問の３点目も離島にかかわる部分なので、続けますけれども、地方創生

のアイデアとして私も特別委員会の中でプレゼン等もさせていただきました。もう一つ、

私こういう意見も述べさせていただいてきております。例えば人口も離島地区、市街地

区、個別にきちっとビジョンを持つべきではないかと。あわせて、事業化される部分に

ついてもしっかり地域ごとに分けるのがわかりやすいのではないかというお話をさせて

いただいております。担当課長は、持ち帰って検討させていただきたいというような、

簡単に言えばそういうような答弁もあったかと思うのですけれども、その辺は現状どの

ようになっていますか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、例えば離島に特化

してそういう戦略をつくるというような考え方は町としては持っていません。離島地区

の雇用等々に関しましても、現在離島振興計画という町の計画がありますし、そういう

ところと整合性をとりながら事業を進めていきたい。そういう意味では、離島だけで特

化したそういう新たな計画をつくった上で進めるという考え方は今持っておりません。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） その点について私は異議を唱えたいと思うのですけれども、

数値というのはより具体的であれば具体的なほど目標がはっきりするので、非常にやり

やすいと思うのです。それは、行政だけでやるわけではありませんよね。地域の住民の

方々も一緒になって人口減少を食いとめよう、新たな雇用を生もうということで進まな

ければならないはずです。そのためには、より具体的な目標設定、事業設定というもの

が必要である。そういうような観点から私はそういうことを述べさせていただいている

のですけれども、離島振興計画があるのであれば、それと連動させながらそういう目標

設定することはできるのではないでしょうか。例えば人口にしたって、離島振興計画に

はどのように減っていくかという個別の数字もそこには載っているはずです。それに対

して、こういうふうに食いとめて、将来的にはこういう目標を持ちたいということを住

民の方にも説明されたほうが行政と住民が一緒になってその目標到達のために頑張るこ
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とができるのではないでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 総合戦略ですので、町としては全体的にこういうような戦略

で臨みたいというところで向かっていきます。離島の関係につきましては、確かにおっ

しゃるとおりいろんな目標等々もありますけれども、それは個々具体的にそれぞれの例

えば雇用ですとか、そういう部分で臨むべきかなというふうに考えておりまして、それ

を例えば離島地区だけで総合的にプランつくってというような考え方には今のところ及

んでおりません。個々具体的にそれぞれの項目ごとに、そういう必要性があればプラン

の中で臨んでいくというふうな考え方でおります。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） ホームページ上に総合戦略、それから人口ビジョンというの

はもう掲載されております。そこに手を加えなくても、個別にそういう地域に説明に行

って話し合いをするときにはそういう数字を持ちつつやっていただきたいということを

要望しておきますが、その点についてはいかがですか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 確かに離島地区においてもそういうような目標数値等々もあ

りますから、そういう意味ではそういうことを個々具体的に説明しつつ、例えば計画の

推進に向けて町として臨んでいきたいというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） ４番目、最後の質問にかかわる部分に話題を移しますけれど

も、４番目の答弁の中にこの町にずっと住んでいたいと思われるような施策をこれから

も打っていきたいという、そういうまとめがありますが、特別委員会の中で医療につい

ての話が出ました。地域医療の充実というものは、やっぱりそのためにはどうしても欠

かせないのではないかと、そこが総合戦略の中ではちょっと見えませんと、その辺は持

ち帰られて修正はされましたか。 

〇議長（森  淳君） 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） お答えいたします。 

 ご意見ありましたので、地域医療という部分については含めております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） それから、今後来年度からの４年間の年次計画をやっぱり持

つべきではないかなと私は思いながらこの質問をしたわけですけれども、答弁はできる

ものから取り組んでいくという、そういう一言に集約された格好になっています。つま

りできないものについてはやらないというような、裏を返した言い方で大変恐縮なので

すけれども、そうもとれてしまうわけです。どうも行政としての積極的な姿勢というも

のがこの答弁には見えないのですけれども、決してそうではないと思うのですが、その

点いかがですか。 

 - 17 -



〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 確かにおっしゃるとおり、消極的にこういうことを書いたわ

けではなくて、町としては取り組めるところからそれこそ重点的に取り組んでいきたい

というような考え方でおりますし、その結果例えばいろんな問題が発生したら、それを

また改善してと、そういう形でもって改善して実施をするというような考え方でいきた

いというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） そこで、お聞きしたいのですけれども、私がこの質問の中で

一番聞きたかったのは、町長ご自身が何に重点を置いて地方創生に取り組んでいくのか

という、その部分でございます。今回６次化ということで新たな制度を創設しますとい

う形で出てきたのですけれども、町長は６次化を一つの軸としてこれから羽幌の地方創

生を進めるのだというような、そういう意思なのかどうか、町長ご自身の意思を確認さ

せていただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ６次化が大事であることは間違いございませんが、それを一本

として進むというわけにはいかないと思います。寺沢議員ご指摘のとおり、ずっとこの

町に住んでいたいということに関しましても医療を含めてというご意見を今いただきま

したが、そういったもろもろの課題もございますし、ずっと住んでいたいというような

感覚、そういった気持ちを大事にするということになりますと、もっと広い視野に立っ

てやらなければいけないと思います。確かに１次産品の購買力を高めるということは第

一に考えなければならないことなので、６次化に対しても思い入れを強くしてやりたい

という覚悟は私にもございますが、議員おっしゃるようなそれを一本というような形に

なりますと、偏った考えになってまたほかの面からもお叱りを受けたりというようなこ

とが起きても困りますので、そういった考えでおりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） できればこれ最後にしたいのですが、私も今の町長の答弁は

理解できます。６次化だけをやればいいということではありませんよね。同じ意味だと

思うのですけれども、そういうさまざまな総合的な施策の中で、でも何かに重点を置い

てやらないと雇用という面ではなかなか生まれてこないしということで、全体網羅した

中でどこに力点置くかということを私は聞きたかったということなのです。今後残すと

ころ４年なのですけれども、そういう意味で５回、町民の方々を集めて総合戦略の会議

をやっています。そこからきちっと精査をして、大事なこと、全てが大事なことかもし

れないのですが、４年間でここに重点を置いて、最終的にこういった町にしましょうと

いうようなものが示されないと、町民の方も集まったはいいけれども、やっぱり総花的

な話で終わりなのかということにもなってしまうのではないかと思うのです。ぜひ町長
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にリーダーシップとっていただいて、そういう重点施策をお示しいただいて、各課がそ

れを４年間で具現化するための流れをつくって町民にわかりやすく示すということをや

っていただきたいなというふうに希望するのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 私が羽幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略の取りまとめを

やったということもありますので、ちょっとその辺で説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 確かに、住民、産業界、いろんな代表の方々からお話をいただいて今回の取りまとめ

を行いました。おっしゃるとおり、何か特化して、それでもって羽幌というのはこうい

うことやっているねという部分で、それが雇用につながり、産業の発展につながりとい

うようなことは当然考えていかなければならないと思います。ただ、国の施策の中で例

えば交付金の問題ですとか、いろんなこともありますので、そのとき、そのときに合っ

た国の施策に関係したといいますか、それを利用したような形で町として何か政策的に

目玉としてなり得るものが出てくるのかどうか、そういうことも判断しながら事業を進

めていきたいと考えております。 

〇議長（森  淳君） 予定時間を過ぎておりますので、最後のまとめということでお

願いします。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 町長に私最後にお話をいただきたいと思うのですけれども、

国の交付金に合わせて計画をつくるということではなくて、この町の実態に合った計画

をつくった上で、そこに合う交付金が出てきたら即取り組めるという体制をつくってい

ただきたいなと思いますけれども、町長、最後にお願いします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ありがとうございます。私も同じような考えはございます。確

かにおっしゃるとおりでございますし、何かに集中するということはとても大切なこと

でございます。また、副町長申し上げましたのも、行政側として当町の財政基盤として

は自主財源が１割というような格好でやっておりますことから、国の施策に乗るという

ことも１つ大事なことでございますので、ご理解をいただきたいと思いますし、議員お

っしゃるとおり、我が町には我が町の課題がありますので、それをまた掘り起こしなが

ら、それに十二分に特化した物の考え方で進まなければならないというのも、私を初め

副町長以下の職員も同じような考えでおりますことをお伝えして答弁とさせていただき、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） これで１０番、寺沢孝毅君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０４分 

再開 午前１１時１５分 
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〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） 私からは高齢者支援策について質問します。 

 ２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となり、超高齢社会となるが、人口の少ない

過疎地域では都市部と比較して高齢化社会としての問題が５年、１０年先行していると

考えられます。羽幌町も人口の減少とともに高齢者が抱える生活課題を支える担い手不

足が懸念されており、特に冬などは高齢者が抱える不安が多くなると考えられます。ま

た、高齢者になるほど住みなれた住宅で生活を継続したいという希望が強くなる傾向に

ありますが、築年数の経過や加齢に伴う身体機能の低下により、住みなれた住宅では生

活を継続するのが困難となっています。人口の減少、高齢化の進展に伴い、高齢者への

生活課題への支援策として以下の点について質問します。 

 １、現在町が行っている高齢者などの除雪サービスは、高齢者事業団が作業受託をし

ているが、今後高齢者世帯の増加に伴い、今以上に労力の確保が必要と考えるが、今後

の対策として考えていることはあるのか。 

 ２、近年豪雪地帯では高齢者が屋根の雪おろし作業中の転落による事故が多発してお

り、雪おろしを行うことが困難な高齢者への支援が必要と考えられる。今後支援などの

考えはあるのか。 

 ３、介護保険法改正により、今後在宅介護が増加すると思われる。バリアフリー化な

どの住宅改修は保険給付の対象となるが、今後当町としての課題と対策は何か。 

 ４、高齢者が住む住宅は築年数が経過しており、壁、屋根などが劣化しており、安全

面などから改修が必要と思われる。住宅改修助成制度が延長となる予定ですが、高齢者

枠や助成制度の見直しをすべきと考えるが、どうか。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 阿部議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の高齢者等の除雪サービスに対する今後の対策についてでありますが、現在市

街地区については高齢者事業団が、離島地区については団体及び個人への委託にて行っ

ており、高齢化が加速する中、地域で暮らせる環境づくりへの取り組みは課題であり、

十分に認識しております。市街地区の除雪を担っている高齢者事業団自体の高齢化も進

んでいる状況で、今後を見据えたとき、ほかの事業者も考えなければならない時期に来

ていることは認識しており、検討もしてまいりました。しかしながら、現状高齢者事業

団が行っている除雪体制やコストを考えますと、対応可能と思われる団体などと協議は

しておりますが、条件面での折り合いがつかない状況にあります。この現状を踏まえ、

今後においても条件を含めた協議をしていかなければならないと考えており、方法につ

いて模索しております。 
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 ２点目の屋根の雪おろしへの支援などの考え方についてでありますが、１点目の答弁

でも申し上げましたとおり、高齢者事業団については余力がない状況にあります。現状

雪おろしに関する相談、問い合わせに関して民間の事業者等に依頼していただくよう対

応しておりますが、今後は除雪サービスの体制を整え、その後方法も含めて検討してま

いりたいと考えております。 

 ３点目の住宅改修に関する今後の課題と対策についてでありますが、介護保険法の対

象となる住宅改修については、手すりの取りつけ、段差の解消、床材の変更、扉の取り

かえ、洋式便器への変更があります。これらの改修に係った経費について、２０万円を

上限に申請者の所得に応じて８割から９割が保険給付される制度となっております。実

績については、その年によってばらつきがありますが、平成２５年度では３０件で約２

４０万円、２６年度では４０件で約３００万円となっております。この制度については、

在宅生活を継続する上で基本となる住環境の整備を行うものとして、福祉用具の購入、

レンタルとともに最も身近なサービスとなっております。超高齢化社会の到来に伴う要

介護者の増加を受け、給付実績も増加していくものと見込んでおりますが、今後につい

ても対象者個々に合った適切な住宅改修となるよう、給付の適正化を図ってまいりたい

と考えております。 

 ４点目の高齢者枠や住宅助成制度の見直しについてでありますが、この制度は住宅の

改修及び老朽家屋の除却を促進し、快適で良好な住環境の整備、町並み景観の向上並び

に町内建設産業の振興及び雇用の安定を図ることを目的としており、この制度での支援

は特に考えておりません。しかしながら、高齢者や低所得者の居住用住宅に対する支援

といたしましては、現在町営住宅へのあっせんなどの支援を行っているところでもあり

ます。 

 以上、阿部議員への答弁とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） これより質問、答弁の時間は３０分以内となります。 

 ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） それでは、答弁いただいた内容を確認しながら質問させていた

だきます。 

 もう季節は冬になってきましたので、今回こうした高齢者に対しての雪対策というこ

とで質問させていただきます。まずは、１点目の高齢者への除雪サービスについてです

が、町側も高齢化が加速する中で地域で暮らせる環境づくりへの取り組みは課題であり、

十分認識しているとなっています。そして、高齢者事業団自体の高齢化で今後も見据え

てほかの事業者も考えていると、そして検討もしてきたとあります。答弁の中で対応可

能と思われる団体などとの協議ということがありますが、まずそこでお聞きしたいのが

協議する団体です。ある程度絞って協議しているのか、何団体かある中でやっているの

か、その辺数字的な部分でいいですので、教えていただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 
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〇健康支援課長（更科滋子君） ほかの団体ということなのですけれども、可能と思わ

れると書いてありますように、こちらのほうで関係課と協議をして可能と思われるとこ

ろ、今のところは１者なのですけれども、そこと協議をしております。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） １者ということですので、ある程度冬場でもそういった作業が

できるということですね。そういった団体と協議するということは冬場の雇用対策にも

なりますので、そういった団体との協議も必要ですけれども、羽幌町には冬場仕事がな

くて困っている方々ももちろんいるわけで、特に１次産業や建設業など、冬場仕事がな

くて困っている。今後そういった１次産業や建設業とも協議すべきではないのかなとも

思います。そうすることによって、除雪作業の新たな担い手なども探すことができるの

かなとも思います。そういった面で労力の確保として１次産業や建設業も含めて今後協

議していくという考えは行政側にはないのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） 雇用の観点からということであれば、ちょっとお答え

しかねるところではあるのですけれども、高齢者の除雪サービスという観点につきまし

ては、除雪をするというところの部分に担当課としては重点を置いていて、雇用という

部分が先ほども申し上げた条件として協議している中でネックとなるところで、雇用を

確保するというふうになると一定程度の収入を見込んであげなければいけないと、例え

ば雇う期間であったりというところのそこの保障も必要になってくるという部分では、

現在行っております除雪サービスについては実働に対しての対価という形でやっている

ものですから、雇用対策についてはまた別の視点が必要かなというふうには担当課とし

ては思っております。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） わかりました。そういったことでしたら、なかなか難しいのか

なとも思います。 

 それと、もう一点、雇用としてやるのは難しいといった話でしたけれども、現在季節

労働者冬期雇用対策事業、これ公共施設のほうをやっているわけですよね、そういった

部分を、公共施設も大事ですけれども、高齢者のほうにも回すことが可能なのかどうか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） そのことにつきましては、関係課も含めましていろい

ろと段階踏んで協議をしているのですけれども、先ほども申し上げましたように、どこ

までができるのか、何ができるのかというところを今できること、できないことを含め

ていろいろ協議をしている段階だということです。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 
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〇３番（阿部和也君） わかりました。ぜひいろいろと協議していただいて、特にこれ

から高齢者の方々ふえていきますので、ぜひともいい取り組みをしていただきたいなと

思います。 

 それでは、２点目の屋根の雪おろしへの支援についてですけれども、私の質問は、高

齢者が屋根の雪おろし作業中の転落事故が多発しているので、高齢者への支援をという

ことで質問をしていますので、幾ら元気な高齢者事業団とはいえ、やはり高齢者ですの

で、余力があろうがなかろうが、屋根の上での作業はさせるべきではないと私も思って

います。 それでは、答弁を確認しながら雪おろし支援について質問させていただきま

すけれども、現状では雪おろしの相談、問い合わせについては民間業者に依頼していた

だくよう対応しているとありますけれども、この対応について質問させていただきます。

これは、町側のほうで問い合わせ来たときに、ここの業者さんができますよという形の

対応なのか、それともただ単に民間業者のほうにお願いしますというだけなのか、その

辺の対応というのはどういうふうにしているのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） 現状の対応ということなのですけれども、この現状と

いうのは昨年度までのというところでとめ置いていただきたいのですけれども、今まで

現実的に相談というのはほとんどないような状況にあります。ただ、あった場合につい

て、ゼロだったというわけではないのですけれども、年間にして１件あるか、ないかぐ

らいでしたので、雪おろしといいましても屋根の状況ですとかということもありますの

で、それを現状を踏まえた上でできそうなところをお知らせするというようなところで

す。業者として幾つ幾つ、どことどこができますというものを持っているかと言われま

すと、それは手元には持っていませんという状況です。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） 現在雪おろしで困っている高齢者から相談とか問い合わせとい

うのは少ないということですけれども、民間業者も雪おろしをしていますし、そこで当

然雪がたまったときには高齢者の方々はおろしてもらいたいですし、それによって民間

にとってもプラスになるということもありますので、こうした雪おろし作業をしている

民間業者とかを登録制にして、必要としている住宅に一覧表にして配付するとか、そう

すれば高齢者にとっても民間にとってもスムーズにいくのではないのかなと私は考える

のですけれども、このような考えについてどのように思うのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） 雪おろしにつきましては、議員おっしゃるようにそれ

ぞれが多分個人の中でお願いをするという形で処理をしているので、町のほうに来てい

ない現状なのかなというふうには押さえています。決して町内で雪おろしが全然行われ

ていないとは思っていないのですけれども、ただ自分でできることは極力していただい

て、どうしてもできない部分についての支援が必要になってくるのかなというふうに考
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えておりますので、そのことは今後についてどういうものが必要になってくるのかとい

う方法も踏まえて、今議員おっしゃったような方法がいいのか、あるいは違う方法があ

るのかということも含めて今後について検討させていただきたいということでそのよう

にお答えをさせていただいているところです。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） ぜひ検討していっていただきたいなと思います。 

 次に、雪おろしについてもう一度質問しますけれども、今後は除雪サービスの体制を

整え、その後方法も含めて検討していくと答弁いただいていますけれども、除雪サービ

スについては積雪１５センチ以上になったら除雪しなければなりません。しかし、屋根

の雪おろしの場合は年１回でも大丈夫だとは思うのです。１回の雪おろしで数万円はか

かりますけれども、年１回で十分ですし、こうした支援を必要としている高齢者にとっ

ては助かると思うのです。 

 そこで、質問なのですけれども、今後検討していく上で雪おろしへの支援を必要とす

る高齢者に対しての補助などは考えているのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） 今の体制を整えて、その後にということで考えており

ましたので、今現在どういう体制でとか、お金で補助するのかというような具体的なと

ころまではまだ検討に入っていませんので、今後の中でそういうことも議員おっしゃい

ますように含めていかなければならないのかなというふうには思っております。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） ぜひ前向きに取り組んで、補助をつけるなりということをして

いただきたいなと私は思います。体制を整えたとしても、どうしても労力がすごく必要

な部分ですよね、できれば補助を出していただいて、民間にもプラスになるような、そ

して高齢者にとってもプラスになるような方法を考えていっていただきたいなと思いま

す。 

 それでは次に、３点目の住宅改修に関する今後の課題と対策についていただきました

答弁については、十分に理解させていただきました。 

 それでは、４点目の高齢者枠や助成制度の見直しについて答弁いただいておりますけ

れども、私の質問が悪かったのか、高齢者枠と助成制度の見直しについてはこの制度で

の支援は考えていないと答弁いただいていますが、改めてこの２つについて質問させて

いただきます。今回こうした質問をさせていただいた理由なのですけれども、私も建設

業ですので、高齢者の方々の家に行って仕事をよくするのですけれども、その中でよく

質問されるのが、例えばここの外壁がモルタルが剥がれてきているのだけれども、何か

直すために町の補助とかないのかいと聞かれて、住宅助成制度があるから申し込んでみ

たらとよく言うのですけれども、高齢者の人がよく言うのは、どうせ当たらないのでし

ょうと言う高齢者の方が多くて、今回４０件、以前は３５件だったのが４０件となりま
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して、その中で高齢者枠として５件でも１０件でもいいので、高齢者の方々に制度を利

用していただいて住環境の整備を行ってもらえればなと思って質問しました。 

 もう一点の助成制度の見直しですけれども、これも高齢者の方々と話したのですけれ

ども、外壁の一部だけ直すのだったら１００万もしないで直せるのだと、６０万、７０

万ぐらいで直せると、しかし１００万以上までするとなると年金暮らしの高齢者には助

成制度を利用することができない。そうした声を聞きまして、高齢者枠、そして助成制

度の見直しということで今回質問させていただきました。今回考えてはいないという答

弁いただいていますけれども、改めて今後も含めてこういったのは盛り込まないとか、

そういったのは見ないということでよろしいのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 議員さんの質問に対してお答えいたします。 

 この住宅リフォームの助成制度でございますが、町長の答弁でもお話しいたしました

ように、住宅の改修ですとか、あとは町内建設産業の振興、雇用の安定ということを目

的として条例化されているものでございます。先ほど質問にありました高齢者枠、４０

件とかという部分の一部、数件を高齢者枠にできないかというようなことだったと思う

のですが、今までについては一応それ以上の申し込みがあった場合については本年度に

ついても補正等対応しないでやってきている部分があります。後ほど条例の提案をさせ

ていただくことになりますが、新年度以降につきましては一応予算の枠内で当該年度は

行っていきますが、それで漏れた方については次年度に優先をして助成の対象にすると

いう考え方で運用しようということで考えておりまして、若干１年ぐらい改修時期がお

くれるかもしれませんが、そういう形での漏れた方に対しての支援といいますか、漏れ

た方が次年度以降修繕できる形の体制を考えております。 

 もう一つの部分ですが、一部の修繕、１００万未満の修繕についての助成ができない

のか、それも高齢者の方々へのということの質問であろうかと思いますが、その限度額、

工事費の額をどこまで下げたらいいのか、５０万ならいいのか、８０万ならいいのか、

それとも３０万なのかということも当然あると思われます。基本的には先ほど申し上げ

ましたように建設業者さんの振興、雇用の安定ということも考えておりまして、基本的

には細かい修繕ですとかいう部分については独自でやっていただくしかないのかなとい

うふうに考えておりますし、なおかつ修繕できないことによって冬場ですとか通常の生

活に支障を来すのだと、でも修繕する費用がないのだという部分について住環境の整備、

居住部分については公営住宅等、今栄町南団地ですとか北町団地についてもあきがある

状況でありますので、そちらのほうへの転居という部分も含めて考えてもらうというこ

とで考えておりますので、基本的にこの助成制度での見直しといいますか、制度設計と

いう部分は今現在では考えておりませんので、そういう意味でご理解いただけないかな

というふうに思っております。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 
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〇３番（阿部和也君） わかりました。そういった制度というものはやらないというよ

うな感じでしたけれども、答弁の中で高齢者や低所得者の住宅に対しては町営住宅への

あっせんをしているということでした。私の質問の中では、やはり住みなれた家で住み

たいのだということ、引っ越しするのも大変だし、そういった部分はできないのだ、だ

から住んでいるのだ、そのために直したいのだという質問で、町側としては町営住宅へ

のあっせんということですので、そのとき引っ越しがやはり大変だ、そういった部分も

何か考えていくのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。その労力というか、

手伝いみたいな。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 現在の状況でありまして、今議員さんがおっしゃられたよ

うな形の要望ですとか意見等は直接役場のほうには来ていない状況にありますし、あと

住宅が老朽化がひどくてという部分については公営住宅のあっせんをすることによって

そっちへ移っていただいているという形の高齢者もございます。その中で引っ越し費用

が出せない、それだけの費用を負担できないのだというお話は、今のところ現実として

そういう直接的な申し出、意見等がないということで、今の段階ではそういう部分の助

成制度というのは現在考えていないところであります。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） それでは、最後の質問にいたします。今回高齢者が抱える生活

課題として除雪、雪おろし、そして住宅について質問させていただきました。こうした

問題は、羽幌町が抱えているそのほかの問題と比較しても、目には見えているのですけ

れども、なかなか対応し切れていないのかなと思いまして今回質問してみました。です

が、こうした高齢者が抱えている生活課題という問題は、将来にも続く問題だとは思い

ます。できるだけ早く取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、最後に高齢者が住みやすい環境づくり、そして住み続けたいと思えるまち

づくりに対して駒井町長の思いをお聞きして、私からの質問を終了させていただきます。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 高齢者が住み続けたいまちづくりということで思いをというこ

とでございますが、私も親と同居して、高齢化が進み、認知が進むと大変な状況である

ということは十分認識しております。その中で、家族の支援ということは今国が大変進

めておりまして、平成１４年ですか、介護保険制度が始まりまして、当時は施設介護と、

国が１００％、１００％と言わないまでもほとんど面倒見ますというような格好で進ん

できたのがここ数年来在宅へと、国も施設介護ではお金の面で大変だということで方向

転換を始め、現在もう方向転換は完全に終わろうと、その中でまたシステムが変更され

ようとしているような状況でございます。議員おっしゃるとおりのご支援も当然必要な

面はこれから我々団塊の世代が最後の２０年、還暦を過ぎて向かっていくわけでござい

ますから、高齢者がふえる中でさまざまな問題を抱えていることも事実でございます。
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しかしながら、もう一つ考えなければならないことは、業者もその中で手続等をされる

ときに、１００万がいいのか、５０万がいいのかという担当課長の話もありましたけれ

ども、そういった中でかける経費がどの辺でいいのか、また雪おろし等につきましても

私のうちと副町長のうちで雪の降り方が違うのであれば、私が多いときに来てもらって、

後からそちらが多いときに行けばいいというような状況になりますけれども、大体羽幌

町にどか雪が来たときはみんな一斉でございます。それから、時間的なものも当然待機

の時間が必要になってくるだろうし、そういう時間帯も含めればいいのか、そういう時

間でなくて実働だけを考えて支給する方法で納得していただけるのかといったところは、

先ほど健康支援課の課長が申しました考えている最中ですというようなところでござい

ます。私の考えといたしましては、十二分にそういったことを勘案しながら、何ができ

るのか、また財政負担はどうすると軽く済んで、さらに住民、お年寄りの方に喜んでい

ただけるのかということを十二分に考えて、これからの私の任期３年間に幾らかでも前

へ進みたいという考えでおりますので、ご理解とご指導をまたよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（森  淳君） 昼食のため暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続き一般質問を行います。 

 ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 町行政について私のほうから２件４点を質問いたします。 

 １件目、自治基本条例と住民投票条例について。近年多くの自治体でまちづくり条例、

まちづくり基本条例等の自治基本条例が制定されています。自治基本条例は、地域課題

への対応やまちづくりは誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくかを文章

化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例であります。多くの自治体で

は、情報の共有や住民参加、協働などの自治の基本原則、自治を担う住民、首長、行政

等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画、審議会等への住民参加や住民投票など、

自治を推進する制度であります。羽幌町では、現在情報公開や住民参加による各種審議

会等も行われていますが、総合的な自治基本条例制定について十分な議論を行うことが

必要であると考えます。また、自治基本条例を制定する多くの自治体では、住民参加や

協働の役割の中で住民投票の制度を取り入れています。将来に向けての大きな課題や住

民間や議会、行政の中で議論が対立した場合にも住民の声を直接聞くことのできる制度

ではありますが、現在羽幌町ではこうした条例や制度はありません。そこで、次のとお

り質問します。 
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 １、羽幌町における自治基本条例制定の必要性の認識と取り組みについて。 

 ２、羽幌町でも早急に住民投票条例の制定化をする必要があると考えるが、どうか。 

 続いて、２件目、医学生修学資金の創設について。羽幌町では北海道立羽幌病院や民

間病院があるが、医療体制の充実や診療科目の拡大などを望むものの、慢性的な医師や

看護師不足により、町民の医療への不安や不自由な状況が続いています。羽幌町におい

ても看護師等修学資金の貸し付けや医師研究資金等貸与を行い、医師や看護師の確保に

努めています。短期的即効性のある施策はもちろんですが、医学生のための奨学金制度

を創設し、今後５年から１０年をかけ、長期的な展望に立った投資を行うことも大切で

あると考えます。医師になりたいという夢やいつか医師として羽幌町で働きたいと思え

る学生を時間をかけて育てていくことは、未来への医療体制の充実に必要なことと考え

ます。そこで、次のとおり質問します。 

 １、現在行っている看護師等修学資金や医師研究資金等の現状について。 

 ２、現在の看護師等修学資金制度の拡大をし、医学生修学資金の創設をするべきと考

えるが、どうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 小寺議員のご質問１件目、自治基本条例と住民投票条例につい

てお答えいたします。 

 １点目の自治基本条例制定の必要性の認識と取り組みについてでありますが、本件に

ついては昨年１２月議会定例会の金木議員からの一般質問に対しまして、自治基本条例

についてはつくる方向で検討したいということでご理解をいただきたいという答弁をし

ております。その後北海道内で本条例を制定している自治体に対しまして条例の意義や

効果に対する調査を行っておりますほか、職員がセミナーへ参加し、制定自治体の現状

等を聴取するなど取り組んでまいりました。これらから、本条例の多くは町民、議会、

行政の協働をより推進するための基本ルールの整備が目的とされているものの、本条例

を地域住民に浸透させるための対策や条例制定後に具体的なまちづくりのためのルール

づくりに苦労されている自治体があることも見受けられます。また、自治基本条例が制

定され始めてから１０年以上が経過するものの、自治基本条例を制定せずにさまざまな

形でまちづくりを行っている自治体があることも実態としてあります。このため、本町

ではまちづくりに必要とされる町民参加や情報提供などに係るルールづくりを先に行い

まして、町民皆様の町政に係る関心の向上、行政等諸活動への積極的な参加促進を図る

とともに、積極的な情報提供を行いながら、その過程の中で自治基本条例の必要性を見

きわめてまいりたいと考えております。 

 ２点目の住民投票条例の制定化についてでありますが、本制度は議会制民主主義を補

完し、町民の意思を把握するためのもので、拘束力はないものとされており、投票を行

うほうが政策判断するために必要な情報を持ち、客観的な総合的判断が可能かといった

点も懸念されております。このため、本町の各施策については、広報紙やホームページ、
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町政懇談会などを活用し、町民皆様へ情報を提供しながら、町民の代表であり、行政に

精通した議員各位との議論により方向性を見出しておりますので、現時点では住民投票

条例を制定化する必要はないと考えております。 

 次に、ご質問２件目、医学生修学資金の創設についてお答えいたします。 

 １点目の看護師等修学資金や医師研究資金等の現状についてでありますが、これらは

羽幌町の医療体制を守るため、医師、看護師等の確保対策として看護師等への修学資金

貸し付けは平成２５年４月から、医師研究資金等の貸与は平成２３年１月から実施して

いるものであります。初めに、看護学生に対する修学資金の貸付状況でありますが、平

成２５年度は２名、２６年度は新規２名、継続２名の計４名、今年度は新規１名、継続

３名の計４名に対し、それぞれ月額５万円、年額にして６０万円を貸し付けており、２

６年度末までで合計３６０万円の基金を取り崩しております。今年度についても２４０

万円を見込んでおり、当初１，５００万円を積み立てておりましたこの基金の平成２７

年度末の残高は９００万円となる予定であります。次に、医師への研究資金等の貸与状

況でありますが、平成２２年度、２３年度については各年度３名でありましたが、平成

２４年度、２５年度については各７名、平成２６年度、２７年度については各１０名に

対し、総額で約２，０００万円から４，０００万円を貸与しております。貸与者数は増

加しており、昨年度からは特に複数年を単位として貸与を受ける医師が増加したため、

年間の貸与総額もふえております。 

 ２点目の看護師等修学資金制度の拡大による医学生修学資金の創設についてでありま

すが、当町の助産師看護師修学資金貸付制度は、人材の確保を目的に創設したものであ

るため、資格取得後町内の医療機関に相当期間勤務することにより返還免除をするもの

となっております。しかし、医師の場合の資格取得後については、勤務地が本人の意向

どおりにならない場合があるため、長期的な展望に立つことや医師になりたい、あるい

は将来医師として羽幌町で働きたいと思える学生を育てていくという考えは大事にした

い思いではありますが、現状の看護師等修学資金貸付制度を拡大することに関しては困

難であると考えております。北海道は、本年３月に地域枠医師の配置等の考え方を示し、

北海道医師養成確保修学資金の貸し付けを受けて医師となった方たちのキャリア形成に

配慮した具体的な配置先の決定システムについて整備を図っております。医師確保の観

点からは、今後道内医療機関の医師確保、配置に関する状況変化を見きわめつつ対応し

てまいりたいと考えております。 

 以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） これより質問、答弁の時間は３０分以内となります。 

 ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） それでは、私のほうから再質問させていただきます。 

 まずは、自治基本条例についてお伺いいたしたいと思います。昨年の１２月のちょう

ど１年前の定例会で答弁にもあったとおり、金木議員の質問に対して、つくる方向で検
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討したいということで、ちょうど１年が過ぎた段階になっていると思います。今回の答

弁を伺う限りでは、ちょっとトーンダウンしたのかなと、ちょっと消極的になったのか

なというのが感じられます。去年まではつくる方向で、つくるという前提での前向きな

答弁であったにもかかわらず、今回に関しては自治基本条例自体の必要性を見きわめる

という答弁に変わってきたと感じるのですけれども、この１年間、先ほど職員がセミナ

ーに参加したですとか、ほかの地域の状況を聞いたりした感じで今回の答弁になったと

は思うのですけれども、せっかく前向きになったのがちょっと、下がってはいないと思

うのですけれども、ちょっと消極的になった過程というのを、町長の中でどういうふう

なことがあって今回の答弁になったかというのをもう少し詳しく教えていただけますか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 小寺議員の再質問にご答弁させていただきますが、もう少し詳

しくと言われましても、昨年は就任当初で大変新しい考えで、そういったものもあるの

であれば、答弁したようにつくる方向で検討したいということでご理解いただきたいと

いう答弁をしておりますが、現実的に調査してみた結果、先ほど申し上げましたような

状況で、今すぐにそういうものをやっていくという形にはならないことがわかったとい

うことでの答弁でございます。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 必要性を見定めていくと、見きわめていくということなので、

もし必要性がないのであればつくらないということもあり得るということで、確認なの

ですけれども、よろしいでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） それは、今後のことでそういう形になれば、そういう形にもな

り得ると思います。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 自分は、自治基本条例を必ずつくれということではなくて、必

要性を見きわめることももちろん大事なのですけれども、その上でさまざまな今現行に

ある条例ですとか各制度をより強固なものにしていくことによって、最終的にでき上が

るのが自治基本条例になるのではないかなというふうに思います。その中でちょっと疑

問に思ったのが、例えばその次の住民投票条例にもかかわることなのですけれども、自

治基本条例の中にはそれぞれの役割、行政、議会、町民の役割を明記するということに

はなっているのですが、現在町長の判断では投票条例については必要性はないと、ここ

はなぜか断言していると。その理由として、投票する町民が政策判断すべき必要な情報

を持っていないのではないかと、客観的、総合的な判断が可能かどうかというのが懸念

されているという答弁があったのですが、これは一般論なのか、それとも羽幌町民に関

して言っているのか、そこはどちらなのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 
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〇町長（駒井久晃君） 一般論で申し上げたものでありまして、その後のことで申し上

げていると思いますが、さらに今までどおり情報発信であるとか町民参加のルールづく

りといったようなものをやっていきたいということでございます。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 一般論という話でしたけれども、その一般論があるので、それ

が懸念されているので、羽幌町としては最終的にはつくりませんと、ただ情報は提供し

ていきますということだと思うのです。そうすると、羽幌町民は、今例えば羽幌町には

羽幌町情報公開条例というものもあります。そこがうまく反映されていないという状況

にもあるのではないかなというふうに思うのですけれども、この情報公開条例は約１０

年以上前にできた条例ですけれども、その中にも目的としては町政に対する町民の信頼

と理解を深め、町民の町政への参加を促進し、町と町民が協働による公正でわかりやす

いまちづくりの推進に資することを目的とするという目的があって動いているわけです

から、羽幌町民に関しては十分に政策を判断できる情報の提供が行われているのではな

いかなと、現状ですよ。その辺はどうでしょうか、今後ホームページとか広報という仕

方もありますけれども、それが十分に今現在されているのか、されていないのか、その

辺はどうお感じになりますか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 現状行政の課題等々については情報公開はされているという

認識でありますし、その都度ホームページ等々でいろんな情報公開をしておりますし、

町民の皆さんから例えば指摘があって、そういう部分で懸念されれば、またそれも情報

公開の中で載せていると、こういう状況もありますので、ほぼ情報は公開されていると

いう判断をしております。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） そういう判断であれば、一般論で言う政策判断に必要な情報を

羽幌町民は持てないということには当たらないのではないかなというふうに思うのです。

そうするのであれば、きちんとした情報が渡る今の体制であれば、住民が正しい総合的

な判断ができる住民投票条例というのがあってもおかしくないのではないかなというふ

うに思うのですけれども、その辺はいかがでしょう。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２１分 

再開 午後 １時２１分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） お答えをいたします。 
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 その後に先ほどの答弁で申し上げてはいるのですけれども、そういうこともあるので

すが、現在のうちの町では議会議員さんとの議論の中で議論を重ねながら方向性を見出

していくという部分を尊重したいということで、現時点では住民投票条例の制度化を進

める考えはないというふうな思いでおります。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） もちろん行政と議会との議論というのは大切なのですけれども、

例えば議会の中で賛成、反対、いい、悪い、町民の中でもいい、悪い、分かれたときに

は町民の意向を酌むものがあってしかるべきだと思うのです。もちろん法律上拘束され

るものではないことも理解していますけれども、手法的にはさまざまなやり方があって、

常設型とか臨時型とか、拘束型とか諮問型とか、いろんな方法がある中で、それを一く

くりに必要ないというふうに決めつけてしまうのは自分はちょっといかがかなと、もう

少しゆっくり、そこは必要がないと決めるのではなくて、もちろん議会ともそれについ

て話すことも必要であると思いますし、町民とも向き合って、本当にそれが必要なのか

というのが自治基本条例につながる一つの形になるものになっていくのではないかなと

いうふうに考えています。本町ではまちづくりには町民参加、情報提供にかかわるルー

ルが必要だということでおっしゃいましたけれども、具体的に町民参加というのは何を

あらわしていて、どんなルールをつくっていきたいということで考えているのでしょう

か。 

〇議長（森  淳君） 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） お答えをいたします。 

 一つのいろんな自治体の例を申し上げるのですけれども、例えば町民参加という視点

であれば、地域コミュニティーという活動に一生懸命取り組んでいる方々に対して、そ

ういう町民活動を活発にやることによって行政に対する町民参加を促していく、そうい

うような助成制度ですとか、町にもいろんな審議会等はあるのですけれども、委員を選

任するときの選任の規定がないという部分がありますので、そういう部分の整理、また

パブリックコメント等も場合によっては行ってはいるのですけれども、統一した町とし

てのルールがないものですから、その辺のルールづくり等も行っていきたいというふう

に考えております。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 町としては町民参加を促していく、求めていくと、自治基本条

例でそれぞれの責務をうたうようになっています。町、行政としてはどういう責務を負

わなければいけない、議会としてはどういうことをしなければいけない、町民はこうい

うことをしてほしいということをうたっていくのですけれども、求めるだけで、役割を

課すだけで、実際町民がさまざまなことで判断する権利を与えるのが自分は住民投票だ

と思うのです。私たち議会もそうですし、町長も選挙を経て４年間の任期でこの立場、

それぞれの行政の立場で、議会の立場で活動していくのですけれども、どうしても４年
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では決め切れないことが出てくるはずなのです。そんなときにも、そういう条例が、住

民投票の条例があることで、町民に選挙だけではなくてどうでしょうかということを問

える制度はあってしかるべきだと思うのですけれども、現時点でも必要ないというふう

に判断されますでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 行政課題を解決する手法として、例えば今おっしゃられたよ

うな住民投票ということも考えられるということですが、行政側といたしましてはそう

いう課題に対して、例えば町政懇談会等で行政側から提案をし、町民の皆さんから意見

をいただくと、そのやつをまたフィードバックして議会の中で説明し、また議会議員の

皆さんから答えをもらうと、こんな形で行政課題については解決していけるのだろうと

いう判断をしております。住民投票という制度を立ち上げてやりますと、制度といいま

すか、課題そのものをきちんとどういう説明をして、どういう判断をもらうかという部

分でいえば、その説明の仕方によってはかなり偏った方法になるでしょうし、その課題

に賛成する方、反する方はそれぞれ当然のように、いろんな運動と言ったらなんですけ

れども、そういうような理解を求めるということもありますから、例えばそういうよう

な形の中で果たして正しい判断ができるのかというのと、もう一つはそのためにかなり

の行政コストがかかるということで、通常の選挙と同じような取り扱いで事務をとり行

うとすれば、莫大な費用がかかるということもありますから、できればそういう課題に

ついて従前のやり方で例えば町政懇談会ですとか、あるいは住民説明会ですとか、そう

いうような形の中で説明をし、理解を求め、それで解決できないことについてはまた行

政内で議論をして進めると、こんなような考え方でおります。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 自分としては、パブリックコメントですとか、住民説明会、懇

談会を含めて余りにも住民の参加が少ないと思うのです。その中で、その小さい意見を

組み入れることももちろん大事ですけれども、そういう一つの権利を町民に与えること

によって、反対、賛成あっていいと思うのです。それをどういう形でそれぞれが、もち

ろん行政もそうですけれども、きちんと正しい情報を説明する責任が出てくるので、そ

れが実質的に自治基本条例につながっていくのではないかなというふうに思います。金

額で莫大な費用と経費と労力がかかるということなのですけれども、今時代の流れは議

会と行政だけではなく、うまく住民の方も取り込んで、同じ情報を共有しつつこれから

のまちづくりを進めていくことが大事ということで、そういうようなことで自治基本条

例を制定するところがふえているのだと思うのですけれども、ぜひ今後検討していただ

いて、前向きな制定に向けて、住民投票だけではなくて、自治基本条例についても前向

きな動きをしていっていただきたいというふうに自分自身は感じております。 

 続いて、２件目の医師の奨学金についてです。現行の制度は、学生に対しては看護師

ですとか助産師ですとかへの補助となっています。私は、ぜひ医師のための資金をつく
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るべきではないかなというふうに考えて今回質問しました。ただ、それについては現在

困難であると、その理由が医者になった後に本人の意向どおりにならない場合があると

いうことなのですけれども、そうであればほかの町村ですとか、道ですとか、県ですと

か、そういうところは助成制度はないのかなというふうに思っているのですが、調べて

みる限りでは、各大学だけではなく、地方自治体も行っています。その辺ほかの自治体

はできていて、なぜ羽幌だけ困難であるということで終わらせてしまうのか、その辺は

いかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） お答えをさせていただきます。 

 困難であるという点についてなのですけれども、おっしゃいますとおり、北海道も地

域枠という形で貸付制度を行っておりますし、道内でも各市町村ですとかというところ

で、市立病院ですとか町立病院ですかというところで持っているところは幾つかあると

思います。ただ、羽幌町の中でなぜ難しいかということについてなのですけれども、ご

質問の確保するためにということの観点について、難しいというふうにお答えをしてい

ます。確保する。今現在行っている看護師については、看護学校を出て、その後に働い

ていただいて、その分を免除しますという、来ていただくための支援制度という形でと

っております。同じような形で医師のほうもするということになると、来ていただくま

での間の確認ですとか、状況把握、あるいはどうしていくかということも含めて制度設

計をしなければならないと考えています。そうなると、医師の場合は資格試験に合格を

して、１年目から医師としてどこにでも行って何でも働けるというような状況には制度

としてなっておりません。研修制度ですとかともろもろあります。それを羽幌町が単独

で制度設計をして、来ていただけるまでの間、何年後になるのかわからないのですけれ

ども、そこまでを確保するということ自体がなかなか難しいのかなということで、この

ように難しいというふうにお答えをさせていただいております。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 現状では困難だと。ただ、困難であると考えることで、やる、

やらないという答弁ではないわけです。自分としては、困難ではあるけれども、羽幌町

として独自の制度設計をして乗り越えていくのだと、未来へつながる、１０年後かもし

れないですけれども、長期的な面に立って、その困難を乗り越えていきたいとも書いて

いないですし、やらないとも書いていないです。難しいと。でも、だからこそそこを乗

り越えていくのだということがあってもいいのではないかなと。困難であることは理解

はしますけれども、それで終わってしまうのか、それともそれを乗り越えていくような

政策をつくっていくように考えていくのか、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 健康支援課長、更科滋子君。 

〇健康支援課長（更科滋子君） お答えをいたします。 

 話を整理させていただきますと、羽幌町の子供たちが医師になりたいというところを
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どう支援していくかという観点と羽幌町の医師をどう確保していくかという観点になる

とちょっと考え方が異なりまして、医師確保という部分につきましては、後のほうで言

っておりますように北海道も平成２０年から医師確保については地域枠を設けて確保し

てきております。その学生たちが今出てきているので、それがこれから５年後あるいは

７年後ぐらいに各地域に出てくればということも含めて、今後の状況を見きわめてとい

う書き方をしております。積極的なというか、夢をかなえるであるとか、町内の夢を持

っている人たちの支援をするという形の考え方に立つのであれば、また違う観点が必要

なのではないかなというふうには考えます。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 課長とはなぜこういうことになったかというと、今年度羽幌青

年会議所の事業でたまたま中学校２年生がこれから１５年後、２０年後どういうふうに

なっていきたいという授業を行ったわけです。その中で２人の子供が医師になりたいと

いうこと、５人の子供が看護師になりたい、あと介護士とか、そういう夢を持っている

というところから今回の質問になったのですけれども、ただ今回に関しては、質問の内

容を見ていただきたいのですけれども、あくまでも医師確保ということで質問している

ので、その観点で、道の出してくるものを受けてではなくて、先ほども言ったとおり積

極的に羽幌町の独自のもので進めることによって来る方もふえたりですとか、例えば金

沢医大に訪問したときに、こういう制度もありますと、医師になった人を連れてくるの

ではなくて、医師になりたい人、今勉強している人を今のうちから育てることをするこ

とによって、短期的ではないのですけれども、中長期的な医師確保の観点になっていく

と思いますし、道からしても羽幌町の取り組みは評価される内容になるのではないかな

というふうに思います。平成２５年に北海道で最初につくったと言われている羽幌町の

地域医療を守る条例、そのときは駒井町長も議員の一員として、特に文教厚生常任委員

の一員として一緒にこの条例制定に携わられたと思います。その中の町の責務として、

道とかの計画ももちろんありますけれども、それを基本として地域医療を守るための施

策を推進する責務を有すると。それは、責務を負いなさいということで決めたのです。

せっかくつくった条例を有効に活用するためにもぜひ、困難であるものを乗り越えてい

くだけの考えと行動力があってもいいのかなというふうに思うのですけれども、その辺

最後に町長、一言いただきたいのですけれども。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 小寺議員のご質問は、医師確保に対する困難さについて町の条

例をつくったときに議員であったろうと、そういうことからもそれに向かって進めと、

進む考えはないのかというご質問の要旨。そのことにつきましては、先ほど課長が申し

ましたとおり、今現在医師が不足していることに関しましては、先般ＮＨＫですか、報

道機関でもありましたように、過去最高の研修医が出たというようなことで、医療関係

者の方とお話ししても、課長申しましたとおり５年から７年の間には何百人も北海道で
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お医者さんが出てくるというような状況を踏まえた中で、当町が財政逼迫している中で

さらにそういったお金の使い方を考えるということは有効かどうかということもまた改

めて見きわめなければならない状況が目の前にきているというふうに私は今考えている

ところでございます。確かに地元の出身者でお医者さんになっていただけると、これほ

ど気心の知れた安心してかかれるお医者さんはいないのではないかと、私もぜひそうい

う方にはなっていただきたいし、来ていただきたいという思いはございますが、首長と

して考えたときに、予算、そういった面も含めた中で、ほかの医療、それからほかの事

業、福祉だとかあります。そういったものも含めた中で総合的に判断しなければならな

いというのも私の現実でございますので、少しくご理解をいただければと思っておりま

す。 

〇議長（森  淳君） これで５番、小寺光一君の一般質問を終わります。 

 次に、２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） それでは、私からは広域ミックス事業とし尿処理手数料につい

て質問をいたします。 

 現在留萌中部３町村では、し尿や浄化槽汚泥を下水道終末処理施設の羽幌浄化センタ

ーで処理をする広域ミックス事業を来春の開始に向けて、その前処理施設の建設が進ん

でいます。この建設への概算事業費としては約７億４，０００万円で、このうち行政人

口に占める水洗化接続率２分の１を補助要件に国から約３億７，１００万円の補助を受

けています。補助要件が達成できなかった場合には補助金の返還が求められる可能性も

あると言われ、水洗化接続率の見通しが気にかかるところであります。また、し尿処理

手数料についても、所管する委員会において審議されてきましたが、低所得者対策の実

効性やくみ取り料金の集金方法など、さらに疑問に思うところがあり、以下質問をいた

します。 

 １、水洗化接続率の現状と供用開始となる来年４月時の見通しはどうでしょうか。ま

た、補助要件が達成できなかった場合の対応はどうでしょうか。 

 ２、し尿処理手数料での低所得者層への軽減措置として道町民税非課税世帯を対象に

していますけれども、世帯数やその比率などを把握しなければ軽減効果が判断できない

と思いますが、どう考えているでしょうか。 

 ３、し尿等の処理に関する条例案の条文では、処理手数料の徴収方法について別に定

めるとありますが、どのような方法を考えているのでしょうか。 

 ４、し尿処理手数料の将来的な見直しについて経費や処分料の２割程度の増減が生じ

た段階としていますが、その可能性や時期についてどう考えているのでしょうか。 

 以上、質問いたします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） それでは、金木議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の水洗化接続率の現状と来年４月時の見通しについてでありますが、補助要件
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における水洗化の接続率については、今年の１０月末現在では３９．６％でありますが、

現在接続中の世帯があるため、来年４月時には０．２％程度アップとなる見込みです。

供用開始時には補助要件の接続率５０％を達成できない状況にありますが、今後におい

ても苫前町とともに接続率のアップのための努力をしてまいります。また、国・道に対

しましては、３町村の現況を説明し、理解を求めてまいりたいと考えております。 

 ２点目のし尿処理手数料の低所得者層への軽減措置に対する軽減効果についてであり

ますが、し尿のくみ取り世帯が道町民税の非課税世帯かどうかについては個人情報とな

り、制度開始時の対象世帯数の把握はできませんが、平成２８年度の実績により状況を

把握してまいりたいと考えております。 

 ３点目の処理手数料の徴収方法についてでありますが、し尿の収集については業務委

託で行いたいと考えておりますことから、し尿処理手数料の収納管理は役場で行うこと

となりますが、銀行振り込み以外の現金払いの方の処理手数料は委託業者に徴収を行っ

てもらうべく検討いたしております。 

 ４点目の経費や処分料が２割程度の軽減となる可能性や時期についてでありますが、

供用開始から５年以内は施設及び設備に対する大規模な修繕は発生しないと考えており

ますが、維持費の大きなウエートを占めます光熱水費や薬品代については今後の物価変

動により増減が生じる可能性がありますので、毎年その推移を注視してまいりたいと考

えております。 

 以上、金木議員への答弁とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４６分 

再開 午後 １時４７分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいまの答弁で４点目の経費や処分料が２割程度の増減とな

る可能性や時期についてと読むところを増減を軽減と誤って読みましたので、ご訂正を

お願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） それでは、再質問を一問一答で進めさせていただきます。 

 先般この問題については何度も委員会等でも審議をされてきました。現在広域３町村

でのし尿処理の仕方は、現在運営されている終末処理場ですけれども、もう相当年数が

たっている施設であって、これ以上の延命はできないということもずっと言われてきて

いて、当然次の何らかのこういった手は打つ必要があったということは、広く町民の中

でも理解はできていることだと私も思っております。ただ、この間にも言われていまし
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たけれども、水洗化率を上げるためにもいろいろと対策をとってきたわけですけれども、

結局ただいまの答弁の中で来年春には５０％を達成できないということがもうほぼ確定

的になったということであります。この状況をどう分析をされるのか、どういうふうに

見ておられるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） どう分析されるかと、どう思うかということでございますが、

私は現実的に認めざるを得ないという考えでございます。その一つは、議員おっしゃら

れたとおり、２町村で運営しております処理場が、平成１４年でしたか、１０年の延命

策を講じて大改修をやったわけでございますが、さらに今年で３年超えるというような

状況で、両町村もその爆弾を抱えた中で修理費をかけて現在まで維持してきております。

これが大きなものが壊れてとまったときには、行き場を探さなければならない、その運

賃をかけなければならない、さまざまなことを考えたときに、下水道を布設したときか

らミックス事業ということで取り組むというふうになっておりましたので、やむを得な

い状況かなというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） この間にも担当課ではいろいろ水洗率を上げるために努力をさ

れてきたのは知っております。改造費の補助や貸し付け、あるいは町民懇談会の機会を

利用してのお願い、説明、また戸別訪問もされてきているということでありましたけれ

ども、それでもやはり５０％という峰は高かったのか、壁は厚かったというのか、非常

にハードルが高かったのかなと思います。今回くみ取り料金の値上げも提案されており

ますけれども、結局高齢者世帯が恐らく多いでしょうし、低所得者の世帯も多いことだ

と思いますので、もしもこのくみ取り料金が上がったとしても、水道料金、水道使用量

もふえてきますから水洗化すると水道料金もふえます。１立米３００円ですか、２人家

族、３人家族であれば一月２トン、３トンがふえるでしょう。私の家庭もそうでしたけ

れども、年間にすれば１万円前後の水道料金も上がってくるということを考えれば、と

りあえず今回の値上げがされたとしても、まだまだ接続は、水洗化は思うようには進ん

でいかないのではないかなというふうに私は思うところがあります。その辺のところ率

直なところ、今後の接続率の進みぐあい、あるいはその辺の見通しについて考えるとこ

ろがあれば、お聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 下水道の接続の向上策については、今議員おっしゃったとお

りいろんな方策を町として取り組んでおりまして、羽幌町単体では接続率が現在のとこ

ろ６１．５％を超えております。ただ、広域で行っている事業でありますから、当然苫

前町の接続率等々も勘案して、それで５０％クリアというふうな条件もあるものですか

ら、当然苫前町にも羽幌町からは接続率アップのための施策の推進については要請をし
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ておりますし、苫前のほうの普及率が現状では４８．６％、接続率で４８．６％という

ことで、かなり進捗がおくれているという状況もありますので、そういう意味では苫前

町さんのほうにもそういうような普及率アップのための施策等々を打っていただいて、

普及率を引き上げていきたいというふうに考えております。羽幌町におきましては、お

おむね公共施設等々の下水道接続については、一部の古い施設や集会所を除きましてほ

ぼ接続が進んでおります。今後は栄町南団地の公営住宅についても計画的に下水道接続

を進めていきたいと、こういうような形で公共施設等々についての接続率アップのため

の施策を町として打っていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしたいと

思います。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 今副町長から数字で説明されましたけれども、恐らく今言った

数字は接続可能地域における水洗化率の数字だと思うのですが、私が先ほどから言って

いた部分はミックス要件にかかわる数字であります。ですから、全行政人口分の水洗化

率ということでいえば、まだまだ羽幌町であっても５０％はいっていない状況ではない

のかと思いますが、その辺もう一回確認させてください。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５４分 

再開 午後 １時５５分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 補助要件の５０％、２分の１の要件なのですが、計算式といたしましては、羽幌町の

行政人口と苫前のし尿処理人口という形が分母になります。分子に羽幌町の水洗化人口

という形で、接続率が５割を超えているかどうかという形の計算になります。今議員さ

んがおっしゃいました苫前のし尿処理人口を除きますと、比率として５１．４％という

形になります。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） わかりました。最新の数字までは聞いていなかったので、よう

やく今年度になって羽幌町だけで見れば５１％を超えたという状況なのだということは

ただいま理解をいたしました。失礼いたしました。 

 それにしても、これは広域のミックス事業ですので、全体ではまだまだ４０％だった

でしょうか、ですから非常にハードルは高いのかなというふうに思います。この点につ

いてこの間何度か３町村の間でも話し合われてきているのだろうと思いますが、こうい
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った現状、状況についての捉え方、３町村ではどのように捉えているのかお聞きしたい

と思います。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 この状況、数字につきましても、苫前、初山別の担当を含めまして報告させていただ

いておりますので、現況については苫前、初山別さんについても一定程度の把握をされ

ているというふうに思っています。苫前さんについてですが、この状況を踏まえて、接

続アップのための施策といいますか、どういう形でやるかというような具体的な内容に

つきましては確認はしておりません。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） この場は羽幌の議会の場ですので、他町村についてどうこうと

言うのは控えますけれども、ぜひ引き続き３町村で協議しながら、国からの補助金返還

ということにならないような対応をぜひ頭を使ってお願いをしたいと思っております。 

 それで、今回くみ取り料金のほうでも軽減措置を考えて、そういった対応もするとい

うことで聞いております。ただ、この軽減措置、一体どのぐらいの人が対象となるのか

を聞いたところ、それはちょっとわからないと、個人情報にかかわるからという答弁も

ありましたけれども、それであれば、そもそも軽減措置をしますよといっても、果たし

てそれがどれだけ効果があるのかどうかがわからないような見切り発車のような軽減措

置であっては不十分ではないのかと私は思うところなのです。どういったような手続を

求めて軽減措置を決めていくのか、その手続の流れを簡単に説明していただきたいと思

います。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 軽減の関係の手続ですが、基本的には本人から申請していただきまして、申請時に道

町民税が課税されているかどうか、一般的には課税証明等になるかと思うのですが、公

的なもので確認できる部分を添付していただきまして、申請していただいて軽減させて

いただくという形の手続になるというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） その申請時には課税の証明ができるものを添付するということ

は、申し込み用紙と別個に例えば納税証明書なり、そういうものが必要だいうことなの

でしょうか、確認します。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 一般的には課税証明書をとっていただくというのが一般的

でありますが、私どものほうで具体的に事務的に詰めておりますのは、課税証明書をと

っていただく形になりますと証明手数料等を払っていただくということになりますので、

今検討している案では、申請時に課税証明を担当課のほうで縦覧していいですと、確認
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していいですと同意書をあわせて１枚の様式で印鑑押していただいて、提出していただ

いたもので町民課のほうで財務の税務係のほうに行ってその確認をして判定をするとい

う形の事務処理をしたいというふうな形で今事務処理の整理をしているところでありま

す。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） そこが私もちょっとひっかかるところでありました。恐らく軽

減措置がされたとしても、低所得世帯あるいは１人家庭であればそれほどの多額のくみ

取り料金にはならないだろうと。推定ですけれども、１年間にならしてみても１，００

０円にもならないような場合が多いというふうにもお聞きしました。その１，０００円

足らずの軽減を求めるために１枚当たり４００円もするような納税証明書、課税証明書

などをとるとほとんど効果がなくなるわけですから、そういったことが起こらないよう

な簡易な簡素な手続をぜひ、今そういう答弁をいただきましたので安心しましたけれど

も、なるべく簡単なといいますか、そういう閲覧をしてくださいという本人の同意を得

るようなもので対応していただきたいと私も思っていたところです。軽減措置をされる

場合に道町民税が非課税の世帯というのですけれども、そもそも年間所得どのぐらいの

金額の世帯が対象となるのか、その辺わかりましたら、ちょっとお聞きしたい。 

〇議長（森  淳君） 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） 道町民税が非課税になるというのは、個人の所得の世帯の

状況、それから家族の状況、それから収入の状況、その収入も自営業なのか、年金なの

か、給与なのか、さまざまな状況について変わってきますので、この場合というふうに

一概に言えない状況ですので、ご理解願いたいと思います。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 一概には言えない、確かにそうなのかもしれませんけれども、

一般的なところでというのも変なのかもしれませんけれども、先ごろ新聞の報道では、

これは８日ですから、おとといの一般紙ですけれども、政府のほうで２７年度補正予算

案の中には３万円の給付、いわゆる臨時給付金を盛り込むような記事が出ておりました。

これも対象者は、低所得者、住民税非課税者の方々へ今３万円の給付をしようというふ

うに検討されている。それは、対象者は１，１００万人と書かれています。１，１００

万人プラス障がい者の方々も含めればあと１５０万人ふえると。国のほうでは簡単にぽ

んとこういった数字も出るわけですけれども、羽幌町でも正確ではなくてもおおよそ羽

幌町にはこのぐらいの住民税非課税者がいるのだということは資料としてもないわけで

しょうか、その辺お願いします。 

〇議長（森  淳君） 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） 資料としてはあります。今手元にないので、ちょっと数字

は申し上げられません。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 
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〇２番（金木直文君） それでは、その中でさらにトイレを水洗化につないでいるのか

どうかというところまでは恐らくわかっていないだろうと思います。住民税非課税世帯、

確かにいろんなケースが考えられると思いますけれども、これは私の手元に来ました私

個人の道町民税の納付の説明書ですけれども、これの裏面を見ますと前年中の総所得金

額３５万円掛ける納税者プラス控除対象配偶者あるいは扶養家族などの人数によって、

１人、２人、３人の場合３５万円掛けると、プラス３２万円というような、これは所得

税がかかりませんと。あるいは、次の欄には均等割がかからない場合の金額とかが書か

れています。１人家庭であれば、恐らく６０万円代が一応このボーダーラインなのかな

というふうに思いますが、恐らくですから中には６０万、７０万という１人家庭、２人

家庭であればそれに３５万円が足ささるというような場合であれば、非常に比率的には

少なくなるのではないかなという予想があります。そのような効果であれば、せっかく

こういう低所得者の対策をしますよ、だけれども実際やってみたら何人もいませんでし

たというような結果。２８年度の実績を考えて把握したいというふうにおっしゃられて

いますけれども、把握した上で、さらにその対象者をふやす、状況を見ながらこの限度

額をもうちょっとふやして１割、２割ふやそうかというような対策も考えるおつもりは

あるのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 考え方の一つですけれども、現状のし尿料金がありまして、

今回羽幌町がミックス事業を推進するに当たって改めて料金を算定したと、そのときに

当初から申し上げているとおり、かなり処理料金がコストアップといいますか、かかる

ということで当初から説明をしてきたわけですけれども、結果的にかなり圧縮はかけま

したけれども、それでも従前のし尿料金よりも若干上回ると、その上回った部分につい

て基本的には低所得者の皆さんにはその上回った部分のフォローをしようというような

考え方の軽減制度でありますので、これが例えば今金木議員のおっしゃるようにもっと

軽減をして効果を出せというようなスタンスで今回の施策を行っているわけではありま

せんので、その辺ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 小出しということに見えるかもしれませんけれども、例えば今

羽幌町で水洗化をまだしていない家庭は人数何人いるのか、何世帯ぐらいなのか、これ

は今年の２月に開かれた委員会に出された数字が私手元にある一番新しい数字なのです

が、今年の数字はまだ見込みになっていますが、平成２６年度では水洗化人口が３，７

９０と、羽幌町の行政人口が７，５００、水洗化できる地域に住んでいる人が６，２０

０ですから、恐らく２，０００人ぐらいは接続可能な地域に住んでいて、まだ水洗化に

していない人数、ざっと２，０００人ぐらいなのかなとこの表から見るのですが、平均

２人家族とすれば、まだ１，０００世帯は未接続かと。その中で例えば実際２８年から

申請を受けました。１０人、２０人でありました。それでいいというわけになるでしょ
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うか。こういった制度、軽減をしますよということであれば１割ぐらいの、例えば１，

０００世帯のうちの１割ぐらいの世帯が対象になるような制度にするとか、そういった

ような部分、実施するので、まだどういう数字になるか全然わからないといえばわから

ないのですが、その辺の状況も見ながら、余りにも少ないようであればふやすとかとい

うことも私は必要だと思うのですが、もう一度こういった考えについてお考えあればお

願いいたします。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 低所得世帯が例えばその中のシェアでどれぐらいいられるか

わかりませんけれども、例えば該当者が多ければそれが効果があったということではな

くて、あくまでも利用されている方々の現状のし尿料金のアップの部分をこの軽減策で

フォローすると、こういうような考え方に立っていますので、その申請も申請があって

初めて対応になるということでありますから、それも例えば１人世帯のところでありま

したら、くみ取りも年に１回あるかないか、あるいは２年に１回という可能性もあるか

もしれません。そのときに量が何百リッターというような形でやって、それで申請して、

かつ１，０００円程度の減免になるのでしょうか、そんなような状況であれば、その１，

０００円のために手続とらないというような方も中にはいらっしゃるかもしれませんし、

やっぱり申請して軽減したいという方々もいらっしゃると思います。そういう部分を行

政側が今の段階でどう把握して、それが行政効果としてどうなのだというようなことは

ちょっと論点が違ってくるのかなというふうに思っております。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） それでは、この点については私もこれ以上同じことを繰り返す

わけにもいきませんので、この辺にしてとどめておきたいと思いますけれども、２８年

度の実績を見ながら、私もまた思うところがあれば意見を申し上げていきたいと思いま

す。 

 次に、納入方法についてお聞きしたいと思います。銀行振り込み以外では委託業者に

徴収をお願いする方向で今検討しているということで、それは理解をしていきたいと思

います。まさか今回町のほうで納入を受けて、納付書を送って一回一回役場の窓口に持

ってこいというようなことではないということは、そんなことではないということでは

理解をいたしました。ただ、委託業者先にこれからも集金をお願いするということであ

れば、今度は低所得者世帯だということがわかりますよね、納付書はどこでつくるのか

わかりませんが、この世帯は低所得者世帯だ、この世帯は普通の世帯だといいますか、

その点で役場職員以外の人がそういうところもわかるということについては、やはり何

らかの対応なりが必要なのかなというふうに私は思いますが、個人情報という点で委託

業者先への説明なり徹底なり、その辺の必要はないのかどうか、そこの点いかがでしょ

うか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 
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〇副町長（江良 貢君） し尿の収集業者が収集した段階で、そこで納付書を切って、

そしてそれで現金を収納するというケースは出てきますけれども、その段階ではその世

帯が低所得者かどうかという判断はできておりませんので、基本的には決められた料金

を納めていただくと。後日その領収書をベースに、申請書をつけて減免の手続をとって

いただくというような形になろうかというふうに思っております。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 余り細かいやりとりはしたくはないのですが、では一回一回そ

ういうことをやるということですか。一番最初、初回の１回目だけすれば、その年度、

年度で収入も変わるから、次年度は非課税になるという場合もあるでしょうが、一回一

回まず請求金額を払った上で、また後日還付されるという、そういう意味になるのでし

ょうか、その点もうちょっと説明お願いします。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 申請については、年度で１回すれば全てそれで取り扱いをするということになります

が、年度かわるごとに申請は出していただかなければならないというふうに考えていま

す。あと、減免の関係で今副町長が言いましたが、基本的に明確な形で業者さんがここ

は低所得者だというはっきりした形でわかる形にはならないと思いますが、料金等々の

額の関係で想像できるかもしれません。ただ、今回は委託という形で町の業務を委託を

し、さらには徴収の関係についても委託をさせてもらいますので、その関係で一種の公

共事業を委託をさせていただくということで、基本的には守秘義務がありますから、仕

事上知り得たことを外部に漏らすことはできないという形になります。ですから、その

辺も含めて業者さんにもきちっとお伝えをして、そういうことがないようにということ

では指導徹底しようと思っていますので、その業者さんからそういう情報が他に漏れる

ということにはならないような形で業者さんに強く指導していきたいというふうに考え

ております。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） その点は理解いたしました。 

 それで、もし納入できずに滞納者が発生した場合、これまでは業者さんが業者さんの

責任で集金していたでしょうから、今度は町の管理下になるということで、滞納者が発

生した場合にはどういった対応になるのか説明お願いいたします。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 今議員さんがおっしゃられた滞納の可能性も全くないとい

うふうには考えておりませんが、現況で今までの業者さんが徴収している部分で完全な

未収になったことはないと、ただ納入時期が若干おくれてお支払いになるというケース

はありましたということでございました。基本的には同じような流れなのかなというふ

うに考えておりますし、とりあえず当月内に集金ができない部分については、今細部を
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業者さんのほうと詰めておりまして、さらに１カ月ぐらいの期間徴収をお願いするのが

いいのか、何カ月間それをお願いするのがいいのかという部分については今事務的にも

業者さんも含めて検討しているところであります。それでもなおかつ万が一集金がその

期間内にできなかったということが仮に生じれば、そこについては町のほうで滞納分の

徴収業務をやらざるを得ないというふうに考えて今整理をしているところでございます。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） それでは、この点についてはまだまだ細部を詰める必要がある

のかなと思います。滞納者に対してどういうふうに対処していくかということになれば、

これまでも例えば水道料金であるとか、公営住宅、町営住宅の入居料の滞納者であると

か、そういった例がありますから、そういった方法に準じていくことになるのかなと思

いますが、この点の条例もあすの議会で条例審議されますが、この料金についての滞納

者の扱い方どうするかというのは条例整備はどこでなされるのか、私先ほどちょっと見

たのですが、見つけることができなかったのですが、滞納の処理の仕方についての規定

はどうなっているのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 滞納の規定ということでございますが、基本的には徴収方

法については規則、要綱で明記をしようというふうに思っておりますが、未収になった

場合のその後の徴収方法等については通常の自治法ですとかの規定に沿って滞納分の徴

収を行うことになると思いますので、こういう形の徴収をやるという具体的な明文化は

滞納分についてはできないというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） 休憩時間を含めても質問時間がそろそろ迫ってきておりますの

で、簡潔に最後のまとめの質問をお願いいたします。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） それでは、最後に質問しますが、今後の見通しということでお

聞きをします。経費、新しく供用開始になった後、新たに２割程度の経費がかさんでき

た場合には見直しをするという言い方だったでしょうか、この点について今回の値上げ

がこの見直しをすることを前提に踏まえた値上げということであっては、私はちょっと

理解ができないといいますか、今回は何度も委員会でも説明して、議会側からもいろん

な意見が出される中でいろいろ手直しをされた結果の今提案だと思って私は理解してい

ます。これからについても、２割ぐらいのアップをしたら安易にまた料金も２割アップ

なのかというふうにも考えられてしまうのですが、そういうことではなくて、そのとき

はそのときでまたどうするかはきちんと見直しをすると。する、しないを、値上げ、ア

ップを前提にした今回のものではないということをもう一回この場で確認をしたいので

す。 

 次は、私の意見ですけれども、例えば近隣自治体と余りにも差が離れてしまってはや

っぱりうまくないのではないかと、留萌管内の料金を私もざっと調べましたけれども、
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１リットル当たり７円台、８円台がほとんどだったと思います。ですから、今回８円台

の値上げになっておりますけれども、しばらくはほかの管内の料金も見ながら、このま

ま推移をして、十分に近隣、管内の状況を見ながら検討するという立場で私はあってほ

しいと。例えば同じミックス事業、平成２２年に檜山管内の今金町がミックス事業を始

めましたけれども、１リットル当たり現在６円２９銭というふうになっておりました。

同じミックス事業で値上げをした、あるいは今金町のようにまだまだ６円台で実施して

いるミックス事業の町もあるということも考えれば、安易な値上げの方向は考えてほし

くないと思いますが、この点について町長、お願いいたします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 広域ミックス事業について安易な値上げをしないようにという

ご要望とご意見でございますが、そもそもこの話は供用区域内の下水道使用者とくみ取

りの不公平さといいますか、同じし尿が下水道に入る方とくみ取りでは料金が違うとい

うことでは困るということから、供用区域に限って私は改正するようにと。それで、当

初３倍と、議会にはお叱りを受けるだろうけれども、一応そういった試算を示さないこ

とには議会もご判断がつかないと思って出したところでございます。その結果、原野地

区といいますか、それから離島の供用区域外でも値上げの方向だとか、そういったご意

見もいただきまして、紆余曲折あってここまできたところでございます。 

 下水道のミックス事業ということでございまして、下水道にもしもふぐあいが出て改

修等が始まりましたら、当然水道と同じように料金の改定は始まると思います。その時

点で供用区域あるいは離島も含めた中でどうするかということは、今すぐ変えるという

ご返事はしませんが、ただ検討しなければならないということは議会もご理解いただけ

ると思います。逆に申し上げますと、そういったことでしなければ、また議員の中にも

おかしいのでないかというご意見をいただいたときに、私の答弁もぐらつくというよう

な考えもございますので、全員が金木議員のようにお考えいただければそういった心配

は要らないのかもしれませんが、施設等の改修、そういった整備が金額が膨らんでくる

と町の一般会計等にも響いてくるでありましょうし、今日いろいろなご意見いただいた

中にも国の助成だけでなくてというようなご意見、それから活発な判断といったことも

ございますが、当然国の補助制度があればそれを活用した中での整備等は考えざるを得

ないし、考えなければならない、利用しなければならないと思っておりますが、そうい

った財政負担がかかってくるようなものについてはまたご提案をしながら考えたいと思

いますし、最初の答弁に書いてありますとおり、５年以内は施設が新しいということも

ございますけれども、今回始めた新規事業でございますから、当然燃料や薬品の値上げ

等も勘案することは必要でありますが、しない方向で考えるのが一般的ではないかと。

私の任期については３年しか残りありませんので、５年まで約束はできませんけれども、

一般論として申し上げるならば、そういうことで間違いないのでないかというふうにお

答えできるのかなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇議長（森  淳君） これで２番、金木直文君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２４分 

再開 午後 ２時３５分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続き一般質問を行います。 

 １番、村田定人君。 

〇１番（村田定人君） それでは、質問させていただきます。 

 高齢者の運転免許証の自主返納に対する後押しを。近年ニュース、新聞等で高齢者の

交通事故が目につきます。事故件数を見ますと若者の次に高齢者が多く、羽幌町におい

ても高齢の運転者がふえてきています。生活をする上では、一度乗用車を持つとその便

利さから、運転免許証はいつかは返納しなければならないと考えていてもなかなか返納

するまでには至らない現状だと聞きます。現在運転免許更新時７５歳以上の方には講習

予備検査が義務づけされており、認知症と判断された場合、最悪免許取り消しとなりま

す。これからますます高齢者の運転者がふえてきますが、物損、人身事故等を起こして

しまいますと人生を変えることにもなりかねません。そこで、高齢者の不安に思う方の

運転免許証自主返納を促すための後押し支援として、本町においてもぜひ施策が必要と

考えます。ついては、以下のとおり質問いたします。 

 具体的な後押し支援策として、羽幌町の公共交通機関の無料化、ハイヤー乗車券交付

等のメリットを考えながら取り組む必要があると思いますが、いかがか。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） それでは、村田議員のご質問にお答えいたします。 

 近年は、全国的に高齢者の交通事故がふえてきております。当町においても、高齢化

により高齢の運転者が多くなっている状況にあることから、高齢者の運転免許証の自主

返納を促し、運転者はもとより、その事故に巻き込まれ、とうとい命を失ってしまうよ

うな非常に不幸な事故を少しでも減少させなければならないものと考えております。 

 さて、ご質問の後押し支援策としての羽幌町の公共交通機関の無料化やハイヤー乗車

券の交付等についてでありますが、運転免許証返納者の足の確保といたしましては、現

在市街地では循環バスでありますほっと号の運行や原野地区においてはスクールバスの

運行を行っており、決して十分とは言えませんが、最低限の対応は行っているものと考

えております。また、羽幌町の公共交通機関の無料化やハイヤー乗車券の交付など、自

主返納に対しての後押し施策については、今後他町村等の状況も踏まえ、検討してまい

りたいと考えております。 
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 以上、村田議員への答弁とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） これより質問、答弁の時間は３０分以内となります。 

 １番、村田定人君。 

〇１番（村田定人君） それでは、答弁に沿って何点か再質問をしたいと思います。 

 まずは確認を込めまして、今回の私のこの自主返納というところでいきます最大の目

的といいますか、思いは高齢者の交通事故の減少、それと町民の生活を守ること、そし

て住みやすい町にすること、そういうところであります。よく耳にしますのは、いつま

で自分で運転できるかなと、それからもうそろそろ運転やめさせなければならないので

ないかなと、そういうことをよく聞きます。そこで、先ほどもお話ししました７５歳以

上の人が免許の更新をするときには高齢者講習の前に講習予備検査というものがありま

して、その中には判断力、記憶力が低くなっているというふうに判断される人が出てき

ます。そのときにそこで出てくるのが、車の運転について家族や医師と相談してみては

どうですかというところが出てきます。そのときに、その講習を受けて帰ってきた当事

者が奥さんなり、それから子供たちなりに、そういうふうになったのだと言って相談を

したり、これからどうしようかというときに、奥さんなり子供たちがお父さん、行政で

もこういう行政としてのサービスをしているから、思い切って自主返納したらどうです

かと話し合う中において、今ここに言う自主返納をする後押し、それをすることによっ

て事故を減らして安全なまちづくりというところを非常に強く思うわけです。答弁の中

でもそのような事故を減少させなければならないとうたってありますが、そこら辺の確

認ですが、認識としては同じような認識でよろしいでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 確かに高齢者の交通事故等々に関しまして今言ったような事

情があるというのは認識をしておりますし、他町村の事例等々で例えば無料乗車券です

とか、あるいは定期券の一部支援だとかというようなことをやっている自治体があると

いうのも把握をいたしております。 

〇議長（森  淳君） １番、村田定人君。 

〇１番（村田定人君） そういう自治体があるということではなくて、そういう対策、

中身の部分でなくて、行政としてこれからそういうことをしていかなければならないな

という認識を聞いてみたのですけれども。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 今言ったような支援策ということでありましたら、例えば今

現状でいいますと、羽幌町でいいましたら先ほど町長の回答にありますとおり、ほっと

号等々である程度の足の確保はできているというふうな判断をいたしておりますし、原

野地区からはスクールバス等々でのことで対応が一部はできているのかなというふうに

思っております。 

〇議長（森  淳君） １番、村田定人君。 
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〇１番（村田定人君） 今の答弁でいきますと、改めて私が言った息子さんなり娘さん

がお父さん、自主返納したらはというところの思いというのはないのだというふうな捉

え方をしていいのか悪いのかわからないですけれども、自分としては捉えてしまいがち

なのですが、それでは今最低限の部分で交通機関では最低限の対応をしているというと

ころでありましたが、原野地区のスクールバスの部分に関しては、今現在でも６９歳以

上無料というふうな形で運行されていますけれども、免許を返納した人が行きたい場所

というのは病院とか、目的地がスクールバスの運行では通っていないところ、生活路線

でなくやっぱり通学路という部分の運行通路なので、そうするとそこからどうして病院

行きますかということになると、やっぱりタクシーに乗るとか。それから、ほっと号に

関しましても、定期券とかやっておりますが、それも通るルートというのは限られてい

まして、そうでない人方はそれを利用するよりもタクシーで行かざるを得ないかなとか、

いろいろなことがあると思うのです。そこら辺の認識として、免許を返納すると考えた

ときに背中を押してあげるというところの考えがないのですかというところを聞いてみ

たのですけれども、もう一度。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） まず１つ、ほっと号の関係でありますけれども、来年４月か

ら新しく６５歳以上の高齢者につきましては無料で乗れるというような状況をつくって

まいりたいと。これは、あくまでも健康増進策だとか、あるいは介護保険というような

事業の中で取り組んでいきたいなというふうに思っているところでございます。それと、

もう一つ、現行３便体制で今運行いたしておりますが、８時、１２時、３時という形の

中で今回っておりますが、それにもう一便、来年４月以降、夕方５時、６時ぐらいのと

ころで１便回れるような体制で現在事業者、沿岸バスさんと協議をし、進めているとい

う状況をお知らせをいたしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） １番、村田定人君。 

〇１番（村田定人君） 今副町長からの答弁で、ほっと号、それから路線バスに対して

また何らかの、自主返納だけでなく、高齢者対策の一環でやるということは私も賛成さ

せていただきます。私が最初から言っている目的というのは、あくまでも今の言う自主

返納を後押しという、事故を起こしてしまっては大変になる、それから被害者も大変な

ことになるという、その部分なので、そういう部分でなくても、例えば行政の予算を１

００万、２００万使わなくても、私が言っている思い、自主返納を促すという部分でい

きますと、先ほど副町長から言いましたけれども、他町村でやっている部分でもお金の

かかるタクシーとかバス、そういう部分もありますし、それからお金のかからない部分

でいきますといろいろな商店街に協賛を求めまして、自主返納した運転経歴証明書とい

うのですけれども、それを提示すると飲食店だと１０％引きだとか、小売店では５％引

きにしますとか、それから５，０００円以上買いましたら自宅までお送りしますよとか、

そういう協賛を得て自主返納を促すのと商店街の活性化ということに結びつけている町
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村もありますし、手法としてはいろんな手法があると思うのです。そういうのを自動車

学校で講習予備検査を受けたときに、もうあなたは記憶力、判断力劣っていますよと言

われたときに、行政としてもこういうこともしていますし、考えたらどうですかという、

そういう施策をぜひやってほしいなという思いが私の思いなのです。そこら辺は少し理

解してもらえないでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 大変失礼しました。町としてもそういうような施策について

はこれから検討して、なるべくそういうような促す方法がとれるように対応を考えてま

いりたいというふうに思います。 

〇議長（森  淳君） １番、村田定人君。 

〇１番（村田定人君） ぜひお願いしたいと思います。 

 それと、後半の答弁の中に自主返納に対しての後押しの施策に対しては今後他市町村

等の状況も踏まえ検討してまいりたいというふうになっているのですが、今私の思いは

述べさせてもらいましたが、先ほどから出ていますずっとこの町に住みたい、この羽幌

町が好きだ、住みやすいというところでいきますと、逆に早くこういう施策を打って、

羽幌の町ってこうやってお年寄りとかそういうところにも小まめに施策をしてやってい

る町なのだなと思われるぐらい、まだ管内では余りないので、そこら辺は予算をたくさ

んかけるということではなくて、行政としてもそうやって優しいサービスをしているの

ですという、そういう部分でいくと一年でも早く検討していただきたいと思うのですが、

いかがですか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 今のご指摘のとおり、真摯に検討させていただいて、なるべ

くそういう施策が早目に打てるような対応をとってまいりたいというふうに考えており

ます。 

〇議長（森  淳君） １番、村田定人君。 

〇１番（村田定人君） ぜひ検討をよろしくお願いします。 

 それで、中身的に先ほどの運行の部分に関してちょっと細かい質問なのですが、いろ

んな施策がありますというところで、先ほども言っていました路線バス、ほっと号の部

分に関してですが、ほっと号は来年から何歳以上は考えていますというところでいくと、

かなり運動がてらにそのバスを利用してくれるお年寄りとか町民、またふえると思いま

す。ですが、先ほど言っていますように、例えば買い物行く、病院行くの場合に、それ

を利用したくてもできない人もいるというところでいくと、タクシーの最初の初回の料

金のチケットというのですか、そういうのは金額は大きくないので、１つづり、私は見

たことがないのでわからないですけれども、月１回分ぐらいの部分を考えたそういう部

分が１年間の中の予算でいくと１人六、七千円か、そのぐらいになると思うのですが、

そういう部分もできる範囲でいいので、そういうところに行けるという部分、それで足
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りるわけではないですから、それ以上することもないでしょうけれども、後押し対策の

一つとしては一番手短で有効な対策なのではないかなというところでは考えてもらいた

いなと思っております。 

 そういうことを踏まえていろんな施策を打って、住みやすい町になって、お年寄りも

交通の便が悪いから息子の札幌にでも行くかなではなくて、最後まで羽幌に残ってくれ

るというような人がふえて、人口減少の対策にもなって、よいまちづくりという部分も

含めまして最大限行政サイドのいろんなことを考えて、ぜひ一年でも早く実現してもら

いたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

再開 午後 ２時５４分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 先ほど私のほうからも答弁していますとおり、この関係につ

きましては他町村で先行している事例なんかもありますし、その中では例えばタクシー

の無料乗車券ですとか、あるいは１年間に限って最大２万円相当のバスの乗車券部分だ

とかと、そんなような制度を設けている自治体もございます。羽幌町にとってどれが一

番制度的にうまくいくのかというやつも見きわめながら、制度をなるべく使って、そう

いう自主返納の方々を促すような施策に取り組んでまいりたいというふうに思っており

ます。 

〇議長（森  淳君） これで１番、村田定人君の一般質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（森  淳君） 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後 ２時５５分） 

 


